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I 検討事項 

衛星通信システム委員会（以下「委員会」という。）は、情報通信審議会諮

問第 2032号「2GHz帯などを用いた移動衛星通信システム等のあり方及び技術

的条件」（平成 25年１月 18日）のうち「2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移

動衛星通信システムの技術的条件」について検討を行った。 

 

II 委員会及び作業班の構成 

委員会の構成は別表 1のとおりである。委員会の調査検討を促進するため、

衛星通信システム委員会作業班において技術的条件に関する調査を行った。作

業班の構成は別表 2のとおりである。 

 

III 検討経過 

「2GHz帯などを用いた移動衛星通信システム等のあり方及び技術的条件」の

うち「2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの技術的条件」

について、委員会及び作業班での検討経過は以下のとおりである。 

 

１ 委員会 

（１）第 34回（平成 30年 6月 15日） 

「2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの技術的

条件」に関して、委員会の運営方針及び検討スケジュールについて検

討を行った。 

（２）第 35回（平成 30年 10月 12日） 

作業班から、「2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信シス

テムの技術的条件」に関する報告を受け、衛星通信システム委員会報

告（案）をとりまとめた。 

（３）第 36回（平成 30年 12月 4日～7日）（メール審議） 

委員会報告（案）のパブリックコメント（平成 30年 10月 24日～平

成 30年 11月 22日）で提出された意見に対する委員会の考え方及び委

員会報告のとりまとめを行った。 

 

２ 作業班 

（１）第 12回（平成 30年 6月 20日） 

委員会の運営方針、検討体制について説明が行われ、「2.5GHz帯

/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの技術的条件」に関す

る調査の進め方等について検討を行った。 

（２）第 13回（平成 30年 8月 27日） 
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「2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの技術的

条件」に関する周波数共用条件等について検討を行った。 

（３）第 14回（平成 30年 10月 5日） 

「2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの技術的

条件」に関する作業班報告書（案）について検討を行った。 
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IV 検討概要 

第１章 検討の背景とシステム概要 

１．１ 検討の背景 

移動衛星通信システムは、同報性、広域性、耐災害性等の衛星通信システム

固有の特徴を有するほか、陸上、海上、上空、離島等での通信手段として、平

時に加えて災害時において重要な役割を果たしている。平成 23年３月 11日に

発生した東日本大震災等においても、地震や津波の影響を受けにくい衛星移動

通信システムは、被災地における通信確保に必要不可欠な状況となった。 

現在、我が国においては、1.5/1.6GHz帯（L帯）、2.5/2.6GHz帯（S帯）、

12/14GHz帯（Ku帯）等を用いた移動衛星通信サービスが提供されている。 

2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムは、平成７年８月に

制度化され、平成 21年１月 27日付け情報通信審議会答申「Ｓバンドを用いる

国内移動体衛星通信システムの技術的条件」に基づき、平成 21年６月 30日付

けで関連規定の改正が行われた。隣接周波数帯の電波使用状況が平成 21年か

ら変化しており、周波数共用検討の前提条件が変わったこと、災害時における

トラヒック量増加に対応するための通信容量拡大が求められること、今後導入

が進められる「5G/IoT」に対して衛星通信としての特徴を生かした役割が期待

されていることなどから、同システムの高度化を図るため検討を行うものであ

る。 

 

１．２ 2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの概要 

（１）我が国の移動衛星通信サービスの現状について 

2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信サービスは、1996年の運用

開始以来、主に上空・海上・離島等での平時の通信手段として活用されてい

る。特に、2011年の東日本大震災においては、災害に強いという衛星通信シ

ステムの特徴を活かして、多くの避難所等において有効に活用されたことは

記憶に新しい。 

東日本大震災以降、自治体や法人を中心として、大規模災害に対する備え

を検討する動きが加速してきているが、その中で、移動衛星通信サービスは

災害時における重要な通信手段の一つとしての評価が高まっている（図１．

２－１参照）。 
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図１．２－１ 国内移動衛星通信システムの無線局数の推移 

（出典：情報通信審議会情報通信技術分科会衛星通信システム委員会第２８回 資料２８－５） 

 

（２）現行システム概要 

現行システムは、1996年より 20年以上にわたり移動衛星通信サービスを

提供している。現行サービスは、2010年度から提供を開始した第２世代サー

ビスであり、第１世代、第２世代ともに日本全土及び我が国排他的経済水域

を含む周辺海域を４つの衛星ビームでカバーしている。 

現行サービスの主なサービスを以下に示す（図１．２－２参照）。 

 音声通信：高品質音声（G.729a） 

 データ通信： 

 パケット通信（ベストエフォート型：下り最大 384kbps／上り

最大 144kbps） 

 64kデータ通信（速度保証型） 

 その他： 

 FAXゲートウェイサービス（G3FAX接続） 

 0ABB-XXXXの国内電話番号体系を利用可能→110、118、119等の

特番を利用可能 

 移動局形態は、「可搬型」に加え、追尾アンテナと接続し、移動し

ながら利用可能な「船舶・車載型」を提供 
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図１．２－２ 現行システム概要 

 

（３）現行サービス利用状況 

現行サービスの利用状況を以下に示す（図１．２－３参照）。 

 船舶利用 

• 主に、運輸・漁業関係の利用者が陸上との連絡手段として利用 

• 現行システムは、GMDSS※代替となる通信手段と認定されており、

船舶のライフラインとして機能 
※ Global Maritime Distress and Safety System ： 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度（国際航

海に従事する旅客船・総トン数３００トン以上の貨物船に、安定した遭難・非常通信を確保するとともに、航行

警報・気象警報等などの海上安全情報を自動で伝達できる通信システム） 

 

 陸上利用 

• 主に、官公庁、公共インフラ、金融、病院等の重要機関が利用 

• 東日本大震災以降、ご契約数は増加傾向にあり、緊急時災害対策

（BCP用途）と推定 

• 自然災害地や条件不利地の遠隔モニタリング等の通信手段用途も

拡大中 

１９９０年代 ２０００年代 ２０１０年代 ２０２０年代

3

第１世代

衛星打上

衛星打上

（予定）

第１世代システム 第２世代（現行）システム

提供期間 ９５年度末～１３年度末 １０年度～

エリアカバー 日本全土を含む日本近海を４つのビームでカバー

周波数帯

（FDD）

サービスリンク：２６６０－２６９０ＭＨｚ（↑）/２５０５－２５３５ＭＨｚ（↓）

フィーダリンク：６３４５－６４２５ＭＨｚ（↑）/４１２０－４２００ＭＨｚ（↓）

無線方式

π/４シフトＱＰＳＫ

１２．５ｋＨｚ（音声）

１５０ｋＨｚ（下りパケット通信）

１５ｋＨｚ（音声）

７５ｋＨｚ（６４Ｋデータ通信）
３７．５/７５/１５０ｋＨｚ（上りパケット通信）

３００ｋＨｚ（下りパケット通信）

NW

東日本ビーム

沖縄ビーム 小笠原ビーム

衛星基地地球局

フィーダーリンク
６/４ＧＨｚ帯

サービスリンク
２．６/２．５ＧＨｚ帯

現行衛星

固定電話

携帯電話

西日本ビーム

第２世代（現行サービス）

第３世代（次期サービス）
衛星打上

船舶・車載型端末と追尾アンテナ可搬型端末

寸法 D196×W180×H39mm 

質量 1.3kg（電池含む）

時間 連続通話：約2.2時間

（音声通話の場合）

連続待受：約26時間

寸法 D231×W141×H66mm 

質量 2.1kg

本体

寸法 直径301mm

高さ146mm

質量 4.2kg

追尾アンテナ
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図１．２－３ 現行サービス利用状況 

 

大規模災害発生時には、陸上の被災状況から移動衛星通信サービスが唯一

の通信手段となる場所があるため、図１．２－４に示す通り、トラヒックが

急増する傾向にある。他方、平時における主なトラヒックとしては、船舶で

の音声通信が中心である。 

2011年３月の東日本大震災においては、現地で活動する災害救助・復旧チ

ームの通信支援および被災者避難所における通信手段確保のため、可搬型移

動局が計 900台貸出されている（図１．２－５参照）。さらに、東日本大震

災の経験を受け、サービス中断エリアでの通信確保のため、発災後速やかに

可搬型移動局を避難所等に提供するため、3,000台の移動局が配備されてい

る。 
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図１．２－４ 大規模災害時のトラヒック状況 

 

 

図１．２－５ 災害対策としての現行サービスの利用状況 

 

（４）今後の移動衛星通信サービスに必要とされる要求状況 

我が国では、東日本大震災以降も複数の大規模地震災害等が発生してお

り、ライフラインとしての移動衛星通信サービスへの期待が高まってきてい

る。これらの状況を踏まえ、総務省においては、将来の移動衛星通信サービ

スに求められる要求条件等の検討が行われている。 

 Ｓ帯を用いた移動衛星通信システムの在り方（図１．２－６参照） 

• 移動衛星通信システムに対する利用ニーズ 

発災

災害時のトラフィック増分
今後のＢＣＰ需要増により、将来の大規模
災害発生時は、さらに拡大する可能性

平時のトラフィック変動範囲
移動衛星通信サービスでは、平時の主な

トラフィックは、船舶等の音声通信

時刻

通
信
イ
ン
フ
ラ
容
量
に
対
す
る
需
要
の
割
合

大規模災害発生時における通信インフラ容量に対する需要の割合の変化
（２０１１年３月１１日、東日本大震災時の実データ）

0
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 多くの利用者が災害時利用を検討しており、2020年頃の需要は約

22万台（一般の約７割が災害対策用の保有を検討、企業・自治体

の追加利用ニーズも多い） 

• 今後の検討課題や方向性として以下を提言 

 マルチビーム、大型展開アンテナ、地上・衛星共用技術等の新技

術導入により、災害時等にも、一層の周波数の有効利用を図る
※。高速、高品質、高信頼なサービスを提供する 
※ワイヤレスシステムの急速な発展に伴い、特に地上系モバイルシステムの周波数枯渇が社会的な課題となって

おり、総務省では、電波政策 2020 懇談会において、2.6GHz 帯の次期移動衛星通信システムを検討する際に、地

上系モバイルシステムとの共用検討を行うことが望ましいと提言している。  

 

 大規模災害時の非常用通信手段の在り方に関する研究会（図１．２－

７参照） 

• 将来の大規模災害時に移動衛星通信システムにおいて輻輳が発生す

る可能性を踏まえ、将来システムに必要となるシステム容量につい

て、以下のように提言している。 

 将来の広域・大規模災害を想定し、現行システムを上回る容量へ

拡大を図る必要がある。契約数の伸びを踏まえると、現行システ

ム容量では、2030年頃に超過する可能性がある。南海トラフ地震

級の災害を想定すると、現在の３～５倍の通信容量が必要 

 今後導入が進められる「5G/IoT」に対する、衛星通信としての特徴を

生かした役割の期待 

• 近年、携帯電話に代表される移動通信においてはパケットベースで

のハイビットレートなデータ通信サービスが広く普及している。ま

た近い将来、第 5世代移動通信システム（5G）と呼ばれる更なる高

速かつ低遅延な移動通信サービスの導入が見込まれており、高速デ

ータ通信の利用意向はさらに上昇すると考えられる。 

• このような状況を背景として、2.5/2.6GHz帯を用いた国内移動体衛

星通信システムに対しても、更なるデータ通信の高速化への期待は

高まっている。また、既存の携帯電話あるいは将来の 5Gシステムに

おける不感地対策としての役割についても期待されているところで

ある。 
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図１．２－６ 移動衛星通信システム等に求められるサービス 

出典：情報通信審議会情報通信技術分科会第１００回 資料１００－２－１ 衛星通信システム委員会報告概要 

 

図１．２－７ 将来の大規模災害に備えた通信容量拡大 

出典：総務省 大規模災害時の非常用通信手段の在り方に関する研究会 報告書概要 
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（５）次期システムの概要 

前述した様々な提言を踏まえると、次期システムにおいては、 

① 災害対策として有効に機能すると共に、将来に想定される大規模災

害時にも充分な容量を確保すること 

② 新たな技術を積極的に活用し、より周波数利用効率の高いシステム

を構築すること 

が必要不可欠である。 

次期システムに対する要求条件を実現するため、次期システムでは大型ア

ンテナ搭載衛星により狭ビーム化を図ったシステムを導入するものとし、周

波数繰り返しが実現できるマルチビーム構成を前提とする。表１．２－１に

次期衛星概要を示す。 

 

表１．２－１ 次期衛星概要 

 
 

次期システムのサービスエリアとしては、以下に示す３つのタイプの領域

により構成されるイメージとなる。 

 陸上エリア（主要４島並びに沖縄本島。およびその周辺） 

 近海エリア（日本本土及び周辺海域であり、陸上エリアとはオーバ

ーレイしている。地上系システムとの周波数共用ができない領域） 

 遠洋エリア（陸上エリアから離隔。地上系システムからの干渉を受

けない領域） 

次期システムのビーム構成イメージを図１．２－８に示す。 

次期衛星 【現行】N-STAR-d

軌道位置 東経136度 東経132度

設計寿命 15年 12年

搭載アンテナ直径 18 m 5.1 m

S帯EIRP・G/T 77dBW・19.5dB/K 62dBW・10dB/K

ビーム数 64程度（可変） 4

ビーム半径 最小150km程度（陸上） 600km程度

中継帯域・ビーム 柔軟に変更可能 設計時に固定

周回軌道 静止軌道（傾斜角最大7度） 静止軌道(赤道上空）

打上げロケット アリアン５（予定） Zenit-3SL
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図１．２－８ 次期システムのビーム構成イメージ 

 

次期システムにおいては衛星搭載アンテナを大型・狭ビーム化する。この

ことにより、以下に示す効果が期待される。 

 衛星アンテナの利得が向上 → 移動局小型化に寄与 

 衛星ビーム間アイソレーションを確保 → 同一エリア内で地理的

に離隔がある衛星ビーム間で周波数繰り返しが可能（周波数利用効

率の向上、システム容量の拡大） 

 エリア間アイソレーションを確保 → 地理的離隔が確保できる陸

上エリアと遠洋エリア間で同一周波数を利用可能（図１．２－９参

照） 

地上系システム用端末
（スマホ・タブレット等）

衛星移動局
（ルータ機能）

次期システム（周波数繰り返しのあるマルチビーム）現行システム（４ビーム）

現行衛星
（アンテナ口径：５．１ｍ）

可搬型移動局

船舶・車載移動局

可搬型移動局

船舶・車載移動局

次期衛星
（アンテナ口径：１８ｍ程度）

可搬型移動局

陸上エリア
• 小型端末による利用を想定
• ＢＣＰ利用が主体と想定
• 車載・船舶端末により高付加サービスも

利用可能
• 小さなセルでシームレスにカバー

近海エリア

遠洋エリア
• 船舶端末による利用を想定
• 船舶利用者を想定
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図１．２－９ 陸上エリアと遠洋エリア間のエリア間アイソレーション 

 

現在想定されている次期システムの主な技術的特徴を表１．２－２に示す。 

 

表１．２－２ 次期システムの主な技術的特徴 

 

 

陸上エリアと遠洋エリアでは、地理的に充分
な離隔が確保でき、同一周波数を利用可能近海エリア

陸上エリア 遠洋エリア

同一エリア内の各ビームにおい

て、同一周波数を運用している
ビームを同じ色で表現

技術的特徴 備考

周波数
帯

（ＦＤＤ）

サービスリンク
（Ｓ帯）

２５００～２５３５ＭＨｚ（↓）／２６５５～２６９０ＭＨ
ｚ（↑）

災害時トラフィックへの対応の
ため、サービスリンク幅を拡張
（上り下り各５ＭＨｚ）し、システ
ム容量を拡大

フィーダーリンク
（Ｃ帯）

４ＧＨｚ（↓）／６ＧＨｚ（↑） 各８０ＭＨｚ幅、右旋・
左旋

現行システムと同一

衛星搭載アンテナ径 １８ｍ程度 （Ｓ帯、Ｃ帯） 実現性、経済性を考慮し想定

セル構成

マルチビーム構成とし、周波数繰返しを適用

＜陸上エリア＞ セル半径：１５０ｋｍ程度
＜陸上・近海エリア＞ セル半径：２５０ｋｍ程度
＜遠洋エリア＞ セル半径：４００ｋｍ程度

周波数利用効率を向上し、シ
ステム容量拡大に寄与
（P〇〇参照）

無線方式

ＥＴＳＩ ＧＭＲ-２ ４Ｇ方式（ＥＴＳＩ ＴＳ １０１ ３７
７）を採用予定
変調方式：ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ

（下りのみ）
ＣＨ帯域幅：１．２、３、５、１０ＭＨｚ/ＣＨ
多重化方式：ＯＦＤＭ/ＳＣ－ＦＤＭＡ

ＧＭＲ-２ ４ＧはＥＴＳＩによる
移動衛星通信システム標準方
式ＧＭＲ-２ ３Ｇの後継方式
（標準化作業中)

最大伝送速度
（注）

上り 500ｋｂｐｓ程度以上

いずれもベストエフォート
下り

1Ｍｂｐｓ程度以上 （キャリアアグリゲーションの適
用も可能）

最大システム通信容量 １０，０００ＣＨ程度以上 （音声ＣＨ換算） 現行システムの約5倍

端末種別

可搬型端末 ：アンテナ・電池を内蔵した小型
軽量端末
船舶・車載型端末：自動追尾または屋外固定アンテ
ナ利用の固定設置型

音声コーデック ４ｋｂｐｓ（ＡＭＢＥ２＋）

ＦＡＸ通信 Ｔ．３８によるＧ３伝送
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表１．２－２に示す通り、次期システムでは、周波数帯域幅を既存システム

の 30MHzから 35MHzへと拡張し、ダウンリンクを 2500MHz～2535MHz、アップ

リンクを 2655MHz～2690MHzとした上で、最大システム通信容量としては、現

行システムの約 5倍となる 10,000ch程度以上（音声 ch換算）を予定してい

る。 

現行システムにおける最大通信容量は、音声チャネルで換算した場合、全帯

域幅（30MHz）÷音声 ch占有帯域幅（15kHz）により、30MHzの帯域に概ね

2000ch分の回線数が確保され、4つのビームは互いに隣接しており、ビーム

間での周波数リソース共用・繰返しはできないことから、システム全体（全

国）でも 2000ch程度が上限となる。 

一方、次期システムでは、システム容量拡大のために図１．２－９に示すよ

うに小径ビームによる成型エリアを構成、かつ周波数の繰返し利用を導入す

る。エリア重複があり相互の距離離隔が確保できない陸上向けエリアおよび

陸上・沿岸部向けエリアを構成するビーム（現状計 50ビーム程度）を、それ

ぞれ 8色（3回繰返し）および 5色（5回繰返し）程度のクラスタとして周波

数繰り返しを実現する。その上で、基地局被災による設備損傷を考慮すると

基地局を冗長構成として運用することが必要である。これらを踏まえると、

１基地局で必要な帯域幅は 13(色)×1.2(MHz/ビーム)＝15.6(MHz)以上とな

り、更に冗長構成を考慮し、両基地局を周波数上で排他的に配置するため、

15.6(MHz)×2＝31.2MHz以上が必要と想定される。 

この時、同一エリア内での周波数繰返し利用、陸上向けエリアと遠洋向けエ

リアの間でのリソース共用を図ることにより、システム全体で 10000ch程度

の音声換算 ch数が確保される。 
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第２章 他の無線システムとの共用検討について 

 

２．１ 周波数使用状況と共用検討を実施する他システム 

 2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムが使用する周波数

と、隣接する周波数の使用状況を図２．１－１に示す。 

 

 
 

図２．１－１ 2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの 

隣接周波数使用状況 

 

2.5GHz帯、2.6GHz帯において共用検討が必要となる対象システムとの組み

合わせを、表２．１－１、表２．１－２にそれぞれ示す。 

  

次期システム（衛星→端末）

次期システム（端末→衛星）

2500
2505

2535 2545 周波数（MHz)

BWA

BWA

2655
2660

2690 2700 周波数（MHz)2645

2483.5

ロボット

2493.5

VICS
(2499.7)

無線LAN等
GB

GB

電波天文

【隣接システム】
・VICS
・グローバルスター
・無線ＬＡＮ等
・ロボット用無線（ドローン等）

【隣接システム】
・BWA（高度化XGP）

【隣接システム】
・BWA（高度化WiMAX）
・JCSAT-5A（※）

【隣接システム】
・電波天文

5MHz幅の拡張帯域

与/被干渉関係

※

2654

グローバルスター
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表２．１－１ 2.5GHz帯における共用検討対象システムの組み合わせ 

2.5GHz帯 次期移動局 

(被干渉となる場合) 

次期衛星局 

(与干渉となる場合) 

無線 LAN 要検討 要検討 

VICS 要検討(路上送信局) 要検討(車載端末) 

グローバルスター 要検討 要検討 

ロボット用無線システ

ム（ドローン等） 

検討済み(※2) 検討済み(※2) 

BWA（高度化 XGP） 要検討(※1) 要検討(※1) 

※１：2017年度実施技術試験事務「2.6GHz帯地上系システムと移動衛星通信

システムとの共用検討」において検討済み 

※２：2015年度 2.4GHz帯ロボット用無線システムに関する情報通信審議会に

おいて同条件で検討済み、ただし衛星局⇒ロボット用無線システムは報

告内に数値的な言及なし 

 

表２．１－２ 2.6GHz帯における共用検討対象システムの組み合わせ 

2.6GHz帯 次期移動局 

（与干渉となる場合） 

次期衛星局 

（被干渉となる場合） 

BWA（高度化 WiMAX） 要検討（※１） 要検討（※１） 

JCSAT-5A 要検討（※１） 検討不要 

電波天文 要検討 検討不要 

※１：2017年度実施技術試験事務「2.6GHz帯地上系システムと移動衛星通信

システムとの共用検討」において検討済み 

 

 

２．２ 他の無線システムとの共用検討 

他の無線システムとの共用検討結果の概要を以下に示す。なお、検討のベースと

なる次期移動衛星通信システム及び他の無線システムの各種パラメータを参考資料

１に、詳細な検討結果を参考資料２～７に示す。 

２．２．１ BWAシステムとの共用検討 

２．２．１．１ BWAシステムの概要 

 2.5GHz帯/2.6GHz帯では、広帯域移動無線アクセスシステム（BWA）のサー

ビスが平成 21年７月以降提供されている。BWAは公衆向け広帯域データサービ
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スを行う全国事業者（全国 BWA）及びデジタル・ディバイドの解消や地域の公

共サービス向上等を目的とした地域事業者（地域 BWA）によってサービスが提

供されている（図２．２．１－１参照）。 

 全国 BWAは、UQコミュニケーションズ及び Wireless City Planningの２社

によって、それぞれ WiMAX方式、XGP方式でサービスが提供されている。 

 地域 BWAは、１市町村（社会経済活動を考慮し地域の公共サービスの向上に

寄与する場合は２以上の市町村区域）を免許対象区域とし、WiMAX方式又は

XGP方式でサービスが提供されている。 

 全国 BWAは、元々、WiMAXフォーラムや XGPフォーラム等の国際的な標準化

団体において検討が進められた方式であるが、現在においては、3GPP仕様にお

ける TD-LTE技術（3GPP Release 12以降）を参照し、3GPP TD-LTEと互換性を

有する方式が適用されている。 

 

 

図２．２．１－１ 広帯域移動無線アクセスシステム 
*平成 28年度 情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会報告 諮問第 2021号「2.5GHz帯を

使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」のうち「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に

関する技術的条件」図１．１－２引用。 

 

２．２．１．２ BWAシステムとの共用検討結果 

2.5GHz帯における既存 BWAシステム（XGP）との共用検討の結果を表２．

２．１．２－１に示す。XGP基地局から次期移動局への帯域外干渉について

は、所要改善量が 4.1dB残る結果となったが、過去の情報通信審議会における
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共用検討結果※と同様に事業者間の調整を行うことにより共用可能である。本

結果より、2.5GHz帯における次期システムと既存 BWAシステム（XGP）は、

GB=10MHzで共用可能である。 

※平成 23年度情報通信審議会・携帯電話等高度化委員会報告諮問第 2021号

「2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」のう

ち「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件」 

 

表２．２．１．２－１ BWA（XGP）との共用検討結果 

  

与干渉 

XGP 

＠2.5GHz 
次期衛星 

基地局 移動局 移動局 衛星局 

被 

干 

渉 

 

XGP 

＠2.5GHz 

基地局 - - - 
-12.5dB 

(GB=10MHz) 

移動局 - - - -3.1dB 
(GB=10MHz) 

次期衛星 

移動局 
0dB(帯域内) 

4.1dB(帯域外) 
(GB=10MHz) 

-0.9dB(帯域内) 

-36.8dB(帯域外) 
(GB=10MHz) 

- - 

衛星局 - - - - 

 

2.6GHz帯における既存 BWAシステム（WiMAX）との共用検討の結果を表２．

２．１．２－２に示す。モバイル WiMAX基地局への共用検討においては所要改

善量として 12.7dBが残存しているが、過去の情報通信審議会における共用検

討※においては、GB=5MHzにおいて所要改善量として 26.7dBが残存するもの

の、モバイル WiMAXシステムにおける 10％の周波数劣化を許容可能であるもの

として共用可能との結論になっている。本検討結果における所要改善量は過去

の情報通信審議会における所要改善量を下回っており、モバイル WiMAXシステ

ムにおける 10％の周波数劣化を許容可能であれば、共用可能との結論が得られ

るものと考えられる。10%の周波数劣化の許容可否について事業者間の合意形

成を図った上で運用することが望ましい。 

※情報通信審議会「携帯電話等高度化委員会報告（平成 25年 5月 17日）」に

おいては、離隔距離を 45mとし、共用検討を実施した結果、所要改善量とし

て 26.7dB(GB=5MHz)が残るものの、モバイル WiMAXシステムにおける 10％の

周波数劣化を許容可能であるものとして共用可能との結論が得られている。 
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また、モバイル WiMAXから次期衛星局への共用検討においては、所要改善量

として 13.5dBが残存しているが、モバイル WiMAXの実力値として、LTEの基地

局および次期移動局の送信スペクトラムを用いた結果、GBとして５MHzにおい

ては所要改善量が 5.2dBとなり、更に装置設計上のマージンや平均電力による

効果等を加味することで共用可能である。 

以上より、2.6GHz帯における次期システムと既存 BWAシステム（WiMAX）

は、GB=5～10MHzで共用可能である。 

 

 

表２．２．１．２－２ BWA（モバイル WiMAX）との共用検討結果 

  

与干渉 

モバイル WiMAX 

＠2.6GHz 
次期衛星 

基地局 移動局 移動局 衛星局 

被 

干 

渉 

モバイル 

WiMAX 

@2.6GHz 

基地局 - - 
12.7dB 

(GB=10MHz) 

※1 
- 

移動局 - - -65.4dB 
(GB=10MHz) 

- 

次期衛星 

移動局 - - - - 

衛星局 
13.5dB 
(GB=5MHz) 

※2 
- - 

※1 過去の情報通信審議会での検討結果を踏まえ、モバイル WiMAXシステムに

おける 10％の周波数劣化を許容可能と事業者間が合意することで共用可能

と判断 

※2 モバイル WiMAXシステム基地局等の不要輻射の実力値、設計マージンを考

慮すれば共用可能と判断 

 

 

２．２．２ JCSAT-5Aとの共用検討 

２．２．２．１ JCSAT-5Aの概要 

JCSAT-5Aは、現行システムのうち東経 132度で運用されている N-STAR d号 

衛星と同一の衛星であり、2006年に打上、現在運用中である。 

なお、現行システムにはもう一基の衛星があり、これは東経 136度で運用さ

れている N-STAR c号（移動衛星ミッションだけの単独衛星）であり、2002年
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に打ち上げられ、設計寿命を超えて延命運用中であり、今後 N-STAR e号によ

り後継予定となっている。 

N-STAR d号機（JCSAT-5A）は、今後も当面の間運用を継続するため、N-STAR

帯域の５MHz拡張に伴い、次期移動局から JCSAT-5Aへの影響有無を検討する必

要がある（図２．２．２．１－１及び図２．２．２．１－２参照）。 

なお、2019年頃に打上予定の次期衛星局（N-STAR e号）は、N-STAR d号に

おいて課題となった C帯 FSSトラポンは搭載されない予定である。従って、次

期衛星局については、BWA高度化の際に検討した JCSAT-5Aへの影響（図２．

２．２．１－３参照）は検討不要である。 

 

 
図２．２．２．１－１ JCSAT-5Aトランスポンダとの干渉関係概要 
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図２．２．２．１－２ JCSAT-5Aに対する干渉関係（１） 

 

 

 
図２．２．２．１－３ JCSAT-5Aに対する干渉関係（２） 

 

２．２．２．２ JCSAT-5Aとの共用検討 

次期システムにおいては、運用帯域を 2,655MHzまで拡張する前提より、

JCSAT-5Aトランスポンダに影響を与える帯域の上限（2,654MHz）とはガードバ

ンド幅が１MHzとなるため、この影響について検討を実施した。結果を表２．

２．２．２－１に示す。この結果より、ガードバンド幅が１MHzとなった場合

においても、所要改善量はマイナスであり、５万局以上の次期移動局を設置可

能であることから、共用可能である。 

  

2660

現行システム↑モバイルWiMAX ＧＢ

次期システム↑

26552645 2690 （ＭＨｚ）

2654

JCSAT-5Aトランスポンダ

に影響を与える帯域
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表２．２．２．２－１ 次期移動局から JCSAT-5Aへの干渉結果 

（所要改善量/設置可能局数） 

 JCSAT-5Aトランスポンダ影響周波数 （MHz） 

 2,645 

MHz 

2,646 

MHz 

2,647 

MHz 

2,648 

MHz 

2,649 

MHz 

2,650 

MHz 

2,651 

MHz 

2,652 

MHz 

2,653 

MHz 

2,654 

MHz 

所要改善量

（dB） 
-107.1 -107.1 -107.1 -106.1 -99.1 -75.0 -68.0 -61.0 -54.0 -47.0 

設置可能局

数（局） 

513.2

億 

513.2

億 

513.2

億 

407.6

億 

81.3

億 

3164.3

万 

631.3

万 

125.9

万 

25.1

万 
5.0 万 

 

 

２．２．３ 電波天文との共用検討 

２．２．３．１ 電波天文の概要 

次期システムの上りサービスリンクは、電波天文業務（2690-2700MHz）と周

波数が隣接することになる。 

電波天文業務は、電波送信は行わず受信のみを行う業務であり、微弱な信号

を扱っている。なお、2690～2700MHzは、電波法第 56条第 1項の規定により指

定された電波天文関連の受信設備が受信している周波数には包含されていない

が、干渉影響から保護するための干渉許容値が ITU-Rの勧告において定められ

ている。 

 

２．２．３．２ 電波天文との共用検討 

 電波天文業務との共用検討について、次期移動局の不要輻射実力値をベース

とした 1対 1正対モデルによる最悪条件での検討を実施した結果、約 7.4kmの

所要離隔距離が必要であることが分かった。また、水沢天文台を例に、干渉影

響が想定される地理的範囲について検討を実施した。次期移動局が指向性アン

テナ運用であることを考慮した上で各方位の所要離隔距離を算出し、図示した

結果を図２．２．３．２－１に示す。 

 次期移動局から電波天文への干渉については、地理的に限定的な範囲におい

て影響があることが確認された。電波天文業務への影響を運用面から回避する

一案として、次期移動局利用者に対して注意喚起を行うことが挙げられる。具

体的には、5GHz帯無線 LAN製品と同じく、製品に対して考慮すべき電波天文設

備を列記し、電波天文設備周辺での運用時には、アンテナ方位が電波天文施設

に向かないようにとの注意喚起を紙面で同梱するなどの方法が考えられる。こ
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のような運用面での対処を考慮することにより、地理的な運用制限を設けるこ

となく、次期移動局と電波天文設備は共用可能である。 

 

 

図２．２．３．２－１ 干渉影響範囲（水沢天文台の例） 

 

 

２．２．４ 無線 LANとの共用検討 

２．２．４．１ 無線 LANの概要 

2,400MHz～2,497MHzにおいて、2.4GHz帯無線 LAN（LAN：Local Area 

Network）が利用されている。無線 LANの規格としては、米国電気電子学会

（IEEE：The Institute of Electrical and Electronics Engineers）により

標準化された規格が広く利用されている。 

IEEE802.11bにおける 20MHzシステムのチャネル配置を図 ２．２．４．１－

１に示す。2,412MHzから 2,472MHzまでの 5MHz間隔の計 13チャネル（ch1～

ch13）と、2,484MHzの ch14（我が国においてのみ使用可能）の計 14チャネル

から構成される。 

電波天文台
アンテナ位置

衛星移動局送信方向

（衛星方向）
N

S
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図２．２．４．１－１ 2.4GHz帯無線 LAN（IEEE802.11b：20MHzシステム）チ

ャネル配置 

 

 

２．２．４．２ 無線 LANとの共用検討 

 無線 LANから次期移動局への干渉影響について計算した結果、帯域内干渉に

おいて約 80m、帯域外干渉において約 60mの所要離隔距離が残る結果となっ

た。しかし、次期移動局の被干渉条件は現行移動局と同一であり、現行移動局

が無線 LANと隣接した周波数を使用して相互に運用が行われている現状を踏ま

えると、次期移動局においても、無線 LANとは共用可能である。 

 次期衛星局から無線 LANへの干渉影響について計算した結果、帯域外干渉の

所要改善量はマイナスとなった。また、帯域内干渉に関しては、周波数が接近

しているため、離調に伴う減衰量（40log10{(2F/BW)+1}）のみを前提とする干

渉評価ではなく、現実的な不要発射電力密度レベルとして衛星の NPR（Noise 

Power Ratio）を考慮した検討を行った。 

一般に、送信機においてマルチキャリア信号を増幅する場合、相互変調歪等

による雑音電力が自帯域内外において発生する。この雑音電力は所望信号の

D/U比を劣化させることから、機器の設計時には十分低減を図るべき技術要素

である。この時、送信機出力における所望波と雑音の電力密度比を NPRと呼

ぶ。帯域内外における実際の雑音電力分布の様子と NPRの定義を図２．２．

４．２－１に示す。 
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図２．２．４．２－１ 帯域内外における実際の雑音電力分布の様子と NPR 

 

衛星に搭載されるマルチキャリアアンプにおいては、自帯域内における所望

信号の D/U比を確保するため、送信電力密度と雑音電力密度のレベル比である

NPRを設計に盛り込むことが一般的であり、S帯移動通信衛星では、NPRとして

15dB程度を実現できることが分かっている※。無線 LANへの帯域内干渉に関

し、所要改善量をマイナスとするためには、次期衛星局の NPRとして 4.9dB以

上であれば良いことが分かった。つまり、次期衛星は開発中で具体的な数値を

定めることは適切ではないものの、一般的な NPRが確保されれば、この所要改

善量はマイナスとなると考えられる。 

以上を踏まえ、次期衛星局の NPRが適切に確保される条件において、次期衛

星局と無線 LANは共用可能である。 

 

※A. Darband,i, M. Zoyo, J.Y. Touchais and Y. Butel , ”Flexible S-

band SSPA for Space Application ”, 2008 NASA/ESA Conference on 

Adaptive Hardware and Systems, 2008. 

 

 

２．２．５ VICSとの共用検討 

２．２．５．１ VICSの概要 

VICS（Vehicle Information and Communication System）は、道路上に設置

した路上送信局である電波ビーコンにより、車載機に対して情報（渋滞情報、

規制情報、道路案内、駐車場情報など）を提供するシステムである。平成 34

年 3月 31日に、電波ビーコン（2.4GHz）からの情報提供は停止される予定と

なっている。 

 

２．２．５．２ VICSとの共用検討 

VICS（路上送信局）から次期移動局への干渉影響について計算した結果、帯

域内干渉において約 90m、帯域外干渉において約 1.8kmの所要離隔距離が残る

結果となった。しかし、次期移動局の被干渉条件は現行移動局と同一であり、

現行移動局が VICS（路上送信局）と隣接した周波数を使用して相互に運用が行

われている現状を踏まえると、次期移動局においても、VICS（路上送信局）と

は共用可能である。 

 次期衛星局から VICS（車載局）への干渉影響について計算した結果、次期衛

星局におけるビーム分割による電力寄与分の精査や、複数ビームの重なりによ

る最悪干渉条件等を考慮した上で、帯域外干渉、帯域内干渉とも所要改善量は
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マイナスとなった。この結果から、次期衛星局と VICS（車載局）は共用可能で

ある。 

２．２．６ グローバルスターとの共用検討 

２．２．６．１ グローバルスターの概要 

 グローバルスターは、米国グローバルスター社によって平成 12年に商用サ

ービスが開始されており、グローバルにサービスを提供している主要な移動衛

星通信システムの一つである。 

 

表２．２．６．１－１ グローバルスターシステムの概要 

グローバルスターシステムの概要 

・グローバルにサービスを提供している主要な移動衛星通信システムの一

つ。 

・ITUで移動衛星通信用に分配された周波数を使用し、現在約 120カ国で運

用。 

・周波数帯域は 1600MHz帯／2400MHz帯を使用し、変調方式は CDMA方式を採

用。 

・中継はベントパイプ方式を採用。 

・世界中で約 75万余の衛星携帯電話サービス、位置情報サービス、資産管

理需要等（IoT）で利用。 

・位置情報を利用した災害救助分野においては、サービス開始以来 4600も

の世界中のレスキュー活動に活用され、地上系携帯電話の届かないエリア

に取り残された 1万数千人以上の緊急救命要請に利用。 

 

２．２．６．２ グローバルスターとの共用検討 

衛星網を構築するにあたっては、ITU-Rの無線通信局（Radiocommunication 

Bureau : BR）に対して国際周波数登録（MIFR）を行っているが、その手続き

においては、事前に各国衛星網相互について共用可否を照会する国際調整

（IFIC）が実施され、共用可能とされた衛星網のみが MIFRへ登録される。そ

の際、衛星網相互間の共用検討としては同一周波数干渉のみが対象とされてお

り、隣接する衛星網相互間については干渉対象として考慮せず共用可能として

いる。 

共用検討対象であるグローバルスターと次期システムは、いずれも MIFR登

録済みのファイリングである。そのため、本検討においてもこれまでの国際調

整の考え方と結果を尊重し、今回個別の干渉検討を行わず共用可能であるとす

る。 
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２．２．７ ロボット用無線システム（ドローン等）との共用検討 

２．２．７．１ ロボット用無線システム（ドローン等）の概要 

ロボット用無線システムについては、「ロボットにおける電波利用システム

の技術的条件」として、平成 28年 3月に情報通信審議会からの答申に基づ

き、同年 8月に制度化が行われている。今後、高精細画像の伝送等の高度利用

が見込まれている。ロボット無線の 2.4GHz帯での周波数配置を図２．２．

７．１－１に示す。 

 

 
 

図２．２．７．１－１ ロボット用無線システムのチャネル配置 

 

 

２．２．７．２ ロボット用無線システム（ドローン等）との共用検討 

（１）ロボット用無線システムから次期移動局への干渉検討 

 ロボット用無線システムから現行移動局に対する与干渉については、情報通

信審議会陸上無線通信委員会報告書（平成 28年 3月 22日）において検討が実

施されている。 

同報告書の検討において、最も影響が大きい場合（現行システムの地上側移

動局の指向方向（衛星方向）にロボット用無線システムが存在）に関し、離隔

距離が 500m 程度の場合であっても、10dB 程度の所要改善量が必要となること

が示されている。一方で、現行移動局の指向方向を避けることで指向性減衰に

よる改善を見込むことが可能であることを踏まえると、ロボット用無線システ

ム側において、現行移動局との位置関係に考慮しつつ、その指向方向を避けて

運用することで、共用可能とされている。 

 上記報告書において使用した現行システムの干渉検討パラメータは、今回検

討を実施した次期システムと同一であることから、次期システムとロボット用

無線システム（ドローン等）の共用検討結果は、上記報告書の結果を適用可能

である。 

 

（２）次期衛星局からロボット用無線システムへの干渉検討 
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現行システム（ダウンリンク）がロボット用無線システムに与える影響につ

いては、情報通信審議会陸上無線通信委員会報告書（平成 28年 3月 22日）に

おいて、衛星側の地表面における電力束密度が規定値以下であるという前提に

おいて有害な混信はないと考えられるため、共用可能とされているが、具体的

な計算結果の数値については言及が行われていなかった。 

 よって今回、具体的な計算を実施した結果、ロボット用無線システムが 5MHz

システム、10MHzシステムのそれぞれについて、帯域内干渉、帯域外干渉とも

に所要改善量がマイナスとなることを確認できたことから、共用可能である。 
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第３章 システム及び無線設備の技術的条件 

 

３．１ 一般的条件 

３．１．１ 必要な機能 

（１）携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が

自動的に識別されるものであること 

（２）携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球

局の制御信号により自動的に選択されるものであること 

（３）携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができる

ものであること 

３．１．２ 適用周波数帯 

ア フィーダリンク 

基地局・衛星間で使用するフィーダリンク用周波数帯は、C バンド

（6/4GHz帯）であり、上り回線（衛星への送信）として6,345－

6,425MHz帯、下り回線（衛星からの受信）として4,120－4,200MHz 帯

の電波を使用する。 

なお、当該周波数帯は、国際調整等により電波の使用上の制約を受

ける場合があることに留意する必要がある。 

イ サービスリンク 

S バンド（2.6/2.5GHz 帯）のうち、上り回線として2,655-

2,690MHz、下り回線として2,500-2,535MHzの電波を使用する。 

なお、当該周波数帯は、国際調整等により電波の使用上の制約を受

ける場合があることに留意する必要がある。 

３．１．３ キャリア周波数間隔 

キャリア周波数間隔については、通信方式と変調方式の組み合わせに対

応して各種想定されるが、周波数利用効率を向上し、将来のチャンネル

数の増加及び様々なデータ伝送速度等に柔軟に対応できるよう、特に限

定しないことが適当である。 

３．１．４ アクセス方式 

アクセス方式については、通信方式と変調方式の組み合わせに対応して

各種想定されるが、周波数利用効率を向上し、様々なデータ伝送速度等

に柔軟に対応できるよう、様々な方式が選択可能であることを考慮する

と、特定の方式に限定しないことが適当である。 
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３．１．５ 通信方式 

通信方式については、通常は複信方式が想定されるが、それ以外の利用

形態も考えられることから、特定の方式に限定しないことが適当であ

る。 

３．１．６ 変調方式 

変調方式については、将来的に様々な方式が使用される可能性もあるこ

とから、特定の方式に限定しないことが適当である。 

３．１．７ 伝送速度 

伝送速度については、例えば、通信キャリアの広帯域化、符号化率の向

上等を図ることにより、高速化を実現することが可能である。 

伝送速度は、サービス提供者において、必要な伝送速度を実現するため

に、最新の技術動向や国内・国際的な周波数調整の状況等を踏まえつ

つ、適切なシステム設計及び適切なサービス提供が行われるべきであ

り、特に法令等により規定しないことが適当である。 

３．１．８ セキュリティ対策 

不正使用を防止するための移動局装置固有の番号の付与、認証手順の適

用及び通信情報に対する秘匿機能の運用など適切な措置を講ずることが

望ましい。 

３．１．９ 電磁環境対策 

電波防護指針を満たすことが必要である。 

３．２ 人工衛星局の設備 

S バンドを用いる国内移動体衛星通信システムの用に供する人工衛星局

の無線設備の技術的条件については、国際的な電波に関する条約等及び国

内の電波法令に適合することが必要である。 

人工衛星局が自帯域内における所望信号のD/U比を確保するため、適切な

NPR（送信機出力における所望波と雑音の電力密度比をいう）が確保され

ることが望ましい。 

３．３ 基地局の設備 

S バンドを用いる国内移動体衛星通信システムの高速化の用に供する基

地局の無線設備の技術的条件については、国際的な電波に関する条約等及

び電波法令に基づくことが必要である。具体的には以下のとおりとするこ

とが適当である。 

３．３．１ 送信装置（基地局） 

（１）等価等方輻射電力（送信e.i.r.p） 

等価等方輻射電力（送信e.i.r.p）については、システム設計の柔軟性

の観点から、特に限定しないことが適当である。 
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（２）空中線電力の許容偏差 

無線設備規則第14条に規定されているとおり、空中線電力の許容偏差

は、上限50％、下限50％であることが必要である。 

（３）周波数の許容偏差 

無線設備規則第5条に規定されているとおり、周波数の許容偏差は、

±50×10⁻6以下であることが必要である。ただし、周波数の有効利用を考

慮して定めることが望ましい。 

（４）不要発射の強度の許容値 

不要発射の強度の許容値は、無線設備規則第7条及び平成17年総務省告

示第1228号の宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又

は不要発射の強度の許容値に基づき、以下のとおりすることが必要であ

る。 

ア 帯域外領域の不要発射の強度の許容値 

必要周波数帯幅内における4kHzの周波数帯域幅当たりの最大電力密度

から、4kHzの周波数帯域幅当たり次の式により求められる値と、スプリ

アス領域の不要発射の強度の許容値のうち小さい方の値以下であるこ

と。 

40Log((2F/BN)+1) [dB] 

ここで、Fは必要周波数帯幅と帯域外領域の境界より中心周波数と反

対方向に離れる周波数の値であり、BNは必要周波数帯幅である。 

イ スプリアス領域の不要発射の強度の許容値 

50μW以下、又は基本周波数の平均電力より60dB低い値であること。 

ここで、スプリアス領域の不要発射の強度の許容値は、4kHzの周波数

帯域幅における電力とする。 

３．３．２ 受信装置（基地局） 

（１）受信Ｇ/Ｔ 

（２）局部発振器の周波数変動 

上記（１）（２）については、基本的に他のシステムへ干渉を与えるも

のでないことから、サービス提供者の裁量に委ねられるべきものであ

り、特に規定しないことが適当である。 

（３）副次的に発射する電波の強度 

副次的に発射する電波の強度は、無線設備規則第24条に基づき、4nW以

下であることが必要である。 

３．３．３ 空中線（基地局） 

（１）空中線の条件 
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空中線の条件は、電波法施行規則第32条及び第32条の2に基づき、以下

のとおりであることが必要である。 

ア 送信空中線の最小仰角 ：3度以上であること。 

イ 等価等方輻射電力の許容値 

仰角（θ）が0度以下の場合：40 dBW/4kHz 

仰角（θ）が0度を超え5度以下の場合：40＋3θ dBW/4kHz 

ただし、仰角（θ度）は送信空中線の輻射の中心からみた地表線の仰角

とする。 

（２）放射特性 

放射特性は、ITU-R 勧告S.580-6 に基づき、90％以上のサイドローブを

含む指向特性が次式を満足することが望ましい。 

Ｇ（φ）＝29－25 ㏒ φ 〔dBi〕 （1°≦φ≦20°） 

Ｇ（φ）＝－3.5 〔dBi〕 （20°＜φ≦26.3°） 

Ｇ（φ）＝32－25 ㏒ φ 〔dBi〕 （26.3°＜φ＜48°） 

Ｇ（φ）＝－10 〔dBi〕 （48°≦φ≦180°） 

φ ：アンテナ主ビームからの離角〔度〕 

Ｇ（φ）：当該方向の絶対利得〔dBi〕 

なお、軸外輻射電力については、ITU-R 勧告S.524-9を満足することが

望ましい。 

３．４ 移動局の設備 

S バンドを用いる国内移動体衛星通信システムの用に供する移動局の無

線設備の技術的条件については、以下のとおりとする。 

３．４．１ 送信装置（移動局） 

（１）等価等方輻射電力（送信e.i.r.p） 

システム設計の柔軟性の観点から、特に限定しないことが適当である。 

（２）空中線電力の許容偏差 

無線設備規則第14条に規定されているとおり、空中線電力の許容偏差

は、上限50％、下限50％であることが必要である。 

（３）周波数の許容偏差 

無線設備規則第5条に規定されているとおり、周波数の許容偏差は±50

×10-6以下であることが必要である。ただし、基地局からの信号により送

信周波数を補正する自動周波数制御装置を具備することによって、周波

数の有効利用を考慮して定めることが望ましい。 

（４）不要発射の強度の許容値 
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不要発射の強度の許容値は、無線設備規則第7条及び平成17年総務省告

示第1228号の宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又

は不要発射の強度の許容値に基づき、以下のとおりとする必要がある。 

ア 帯域外領域の不要発射の強度の許容値 

必要周波数帯幅内における4kHzの周波数帯域幅当たりの最大電力密度

から、4kHzの周波数帯域幅当たり次の式により求められる値と、スプリ

アス領域の不要発射の強度の許容値のうち小さい方の値以下であるこ

と。 

40Log((2F/BN)+1) [dB] 

ここで、Fは必要周波数帯幅と帯域外領域の境界より中心周波数と反

対方向に離れる周波数の値であり、BNは必要周波数帯幅である。 

イ スプリアス領域の不要発射の強度の許容値 

50μW以下、又は基本周波数の平均電力より60dB低い値であること。 

ここで、スプリアス領域の不要発射の強度の許容値は、4kHzの周波数

帯域幅における電力とする。 

（５）占有周波数帯幅の許容値 

占有周波数帯幅の許容値については、サービス提供者において、必要な

伝送速度等を実現するために、最新の技術動向及び国内・国際的な周波

数調整の状況等を踏まえつつ、柔軟なシステム設計が行われるべきであ

るため、特に限定しないことが適当である。 

（６）送信機停波電力レベル 

無線設備規則第49条の23に規定されているとおり、送信機停波電力レベ

ルは、キャリア送信時の最大電力に対して-60dB以下であることが必要で

ある。 

（７）筐体輻射 

筐体輻射は、S バンド移動体衛星通信システム委員会報告（平成５年６

月）のとおり、25μＷ以下であることが望ましい。 

３．４．２ 受信装置（移動局） 

（１）副次的に発する電波の限度 

副次的に発する電波の限度は、無線設備規則第24条に基づき、4ｎＷ以

下であること。 

（２）筐体輻射 

筺体輻射は、S バンド移動体衛星通信システム委員会報告（平成５年６

月）のとおり、以下のとおりであることが望ましい。 

ｆ≦1GHz：4nW 以下 

１GHz＜ｆ≦3GHz：20nW 以下 
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３．４．３ 空中線（移動局） 

（１）空中線の条件 

空中線の条件は、S バンド移動体衛星通信システム委員会報告（平成５

年６月）のとおり、特に規定しないことが適当である（ただし（３）を

除く）。 

（２）放射特性 

放射特性については、S バンド移動体衛星通信システム委員会報告（平

成５年６月）のとおり、特に規定しないことが適当である。 

（３）偏波 

偏波については、直線偏波又は円偏波であることが適当である。 
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第４章 測定法 

 

2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの用に供する無線設

備に関する測定法については、法令で規定されている方法により実施するこ

とが必要である。 

 

４．１ 送信装置 

送信装置の測定法としては、各変調入力端子（ビット列又は音声）に応

じ、標準符号化試験信号又は標準試験音声信号を入力信号として、以下の

とおりとすることが適当である。 

４．１．１ 空中線電力 

ア 移動局 

被試験器の移動局を定格出力で送信するよう設定し、電力計により

送信電力を測定する。 

イ 基地局 

被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、電力計により

送信電力を測定する。バースト波（定周波バースト波）にあっては、

時定数がバースト繰り返し周期よりも十分大きい電力計で測定し、送

信時間率の逆数を乗じてバースト内の平均電力を求める。連続波の場

合は、その平均電力を同様にして求める。 

４．１．２ 周波数 

ア 移動局 

被試験器の移動局を基地局シミュレータ、または変調波信号発生器

と接続し、基地局シミュレータ、または信号発生器から送られる信号

を受信している状態において、移動局から出力される無変調波を周波

数計で測定する。 

イ 基地局 

被試験器の基地局を共通制御チャネル等が送信されるように設定

し、周波数計またはスペクトルアナライザで測定する。被試験機が、

無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することができ

る。 

４．１．３ 不要発射の強度 

ア 移動局 

被試験器の移動局を定格出力で送信するよう設定し、無線出力端子

に接続されたスペクトルアナライザでスプリアス領域における不要発

射の強度を測定する。 
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イ 基地局 

被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、無線出力端子

に接続されたスペクトルアナライザにより、規定される周波数範囲毎

にスプリアス領域における不要発射の強度を測定する。 

４．１．４ 占有周波数帯幅の許容値 

ア 移動局 

被試験器の移動局を定格出力で送信するよう設定し、スペクトルア

ナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の

0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とす

る。 

イ 基地局 

被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、スペクトルア

ナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の

0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とす

る。 

４．１．５ 送信機停波電力レベル 

被試験器の移動局を定格出力で送信するよう設定し、送信周波数帯域内

の規定の周波数幅の電力をスペクトルアナライザまたは電力計で測定す

る。その後、被試験器の移動局を搬送波の送信停止状態とし、送信周波

数帯域内の規定の周波数幅の電力をスペクトルアナライザまたは電力計

で測定し、測定された電力を比較する。 

４．１．６ 筐体輻射 

被試験器の移動局の空中線端子を擬似負荷にて終端し、電波暗室または

地面反射波を抑圧したオープンテストサイトで、半波長ダイポール及び

標準信号発生器により置換測定する。測定アンテナは指向性アンテナと

する。 

４．２ 受信装置 

４．２．１ 副次的に発する電波の限度 

ア 移動局 

被試験器の移動局を待受状態、または受信状態（送信機無線出力停

止）とし、副次的に発する電波等の限度をスペクトルアナライザで測

定する。 

イ 基地局 

被試験器の基地局を受信状態（送信機無線出力停止）とし、副次的

に発する電波等の限度をスペクトルアナライザで測定する。 



36 

 

４．２．２ 筐体輻射 

被試験器の移動局の空中線端子を擬似負荷にて終端し、電波暗室または

地面反射波を抑圧したオープンテストサイトで、半波長ダイポール及び

標準信号発生器により置換測定する。測定アンテナは指向性アンテナと

する。 

４．３ 空中線（基地局） 

（１）空中線の放射指向特性 

地面反射波を抑圧したファーフィールドレンジ測定法、電波暗室でのコ

ンパクトレンジ測定法、または、ニアフィールドレンジ測定法等の測定

法があるが、反射鏡アンテナの解析設計手法も確立しているため、特に

規定しないことが望ましい。 
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V 検討結果 

 

情報通信審議会諮問第 2032号「2GHz帯などを用いた移動衛星通信システム

等の在り方及び技術的条件」（平成 25年１月 18日）のうち「2.5GHz帯

/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの技術的条件」について、別添

のとおり一部答申をとりまとめた。 
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別表 1 情報通信審議会 情報通信技術分科会 衛星通信システム委員会 構成員 

氏  名 主 要 現 職 

主 査 

委 員 
安藤 真 独立行政法人 国立高等専門学校機構 理事 

主査代理 

専門委員 
井家上 哲史 明治大学 理工学部 教授 

委 員 森川 博之 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

専門委員 有木 節二 一般社団法人 電気通信事業者協会 専務理事 

〃 碓井 照子 奈良大学 名誉教授 

〃 梅比良 正弘 茨城大学 教授・副工学部長 

〃 片山 泰祥 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 専務理事 

〃 加藤 寧 東北大学 電気通信研究機構 機構長 

〃 門脇 直人 国立研究開発法人 情報通信研究機構 理事 

〃 庄司 るり 東京海洋大学 海洋工学系 教授 

〃 舘 和夫 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 理事補佐 

〃 松井 房樹 一般社団法人 電波産業会 専務理事・事務局長 

〃 三浦 佳子 消費生活コンサルタント 

〃 三神 泉 一般財団法人 衛星測位利用推進センター 専務理事 
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別表 2 情報通信審議会 情報通信技術分科会 衛星通信システム委員会作業班 構成員 
 

氏  名 主 要 現 職 
   

主 任 藤井 威生 電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 教授 

主任代理 松井 房樹 一般社団法人 電波産業会 専務理事・事務局長 

構成員 姉歯 章 双葉電子工業株式会社 企画開発部 主幹技師 

〃 有木 節二 一般社団法人 電気通信事業者協会 専務理事 

〃 市川 麻里 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 室長（第 13回～） 

〃 伊藤 信幸 日本無線株式会社 マリンシステム技術部 衛星通信グループ 

〃 伊藤 泰成 UQコミュニケーションズ 渉外部 課長（第 12回） 

〃 大島 浩 日本電気株式会社 宇宙システム事業部 シニアエキスパート 

〃 大幡 浩平 スカパーＪＳＡＴ株式会社 技術運用本部 技術担当主幹（～第 13回） 

〃 小竹 信幸 一般財団法人 テレコムエンジニアリングセンター 技術部 部長 

〃 加島 勝 一般社団法人 日本船主協会 海務部 副部長 

〃 菊池 弘明 全日本空輸株式会社 整備センター技術部 上席マネージャー 

〃 城戸 克也 日本航空株式会社 ＩＴ企画本部 ＩＴ運営企画部 

海外ＩＴ・ネットワーク戦略グループ 

〃 行田 弘一 芝浦工業大学 工学部 情報通信工学科 教授 

〃 小出 孝治 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 室長（第 12回） 

〃 正源 和義 株式会社放送衛星システム 総合企画室 専任部長 

〃 上馬 弘敬 三菱電機株式会社 通信情報システム部 衛通移動体プロジェクト部長 

〃 城田 雅一 クアルコムジャパン株式会社 標準化部長 

〃 関口 和浩 イリジウムコミュニケーションズ リージョナルディレクター 

〃 中山 稔啓 株式会社フジテレビジョン 技術局 電波担当 

〃 拮石 康博 UQコミュニケーションズ 渉外部 渉外グループマネージャー（第 13回～） 

〃 菱倉 仁 株式会社ＩＰモーション ＩＣＴ事業部 

モバイルソリューショングループ チーフエンジニア 

〃 福井 裕介 ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部 グローバルネットワーク・ 

オペレーションセンター 衛星通信グループ 課長補佐 

〃 福本 史郎 ソフトバンク株式会社 渉外本部 標準化推進部 国際規格課 課長 

〃 本多 美雄 欧州ビジネス協会 電気通信機器委員会 委員長 

〃 本間 希樹 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台  

水沢ＶＬＢＩ観測所 所長・教授 

〃 三浦 周 国立研究開発法人 情報通信研究機構 ワイヤレスネットワーク 

総合研究センター 宇宙通信研究室 主任研究員 

〃 三浦 俊二 株式会社ＮＴＴドコモＣＳ 営業法人本部 衛星サービス事業部 

衛星技術部 技術サポート担当部長 

〃 村瀬 和也 スカパーJSAT株式会社 衛星技術本部 通信システム技術部 部長代行（第 14

回） 

〃 森  正幸 古野電気株式会社 舶用機器事業部 営業企画部 担当部長 

〃 横畑 和典 ＮＨＫ放送技術研究所 伝送システム研究部 上級研究員 
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諮問第2032号 

「2GHz帯などを用いた移動衛星通信システム等の在り方及

び技術的条件」のうち「2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移

動衛星通信システムの技術的条件」 
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情報通信審議会諮問第 2032号「2GHz帯などを用いた移動衛星通信システム等

のあり方及び技術的条件」（平成 25年１月 18日）のうち「2.5GHz帯/2.6GHz

帯を用いた国内移動衛星通信システムの技術的条件」についての一部答申 

 

１．システム及び無線設備の技術的条件 

１．１ 一般的条件 

１．１．１ 必要な機能 

（１）携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が

自動的に識別されるものであること 

（２）携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球

局の制御信号により自動的に選択されるものであること 

（３）携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができる

ものであること 

１．１．２ 適用周波数帯 

ア フィーダリンク 

基地局・衛星間で使用するフィーダリンク用周波数帯は、C バンド

（6/4GHz帯）であり、上り回線（衛星への送信）として6,345－

6,425MHz帯、下り回線（衛星からの受信）として4,120－4,200MHz帯

の電波を使用する。 

なお、当該周波数帯は、国際調整等により電波の使用上の制約を受

ける場合があることに留意する必要がある。 

イ サービスリンク 

S バンド（2.6/2.5GHz帯）のうち、上り回線として2,655-

2,690MHz、下り回線として2,500-2,535MHzの電波を使用する。 

なお、当該周波数帯は、国際調整等により電波の使用上の制約を受

ける場合があることに留意する必要がある。 

１．１．３ キャリア周波数間隔 

キャリア周波数間隔については、通信方式と変調方式の組み合わせに対

応して各種想定されるが、周波数利用効率を向上し、将来のチャンネル

数の増加及び様々なデータ伝送速度等に柔軟に対応できるよう、特に限

定しないことが適当である。 

１．１．４ アクセス方式 

アクセス方式については、通信方式と変調方式の組み合わせに対応して

各種想定されるが、周波数利用効率を向上し、様々なデータ伝送速度等

に柔軟に対応できるよう、様々な方式が選択可能であることを考慮する

と、特定の方式に限定しないことが適当である。 
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１．１．５ 通信方式 

通信方式については、通常は複信方式が想定されるが、それ以外の利用

形態も考えられることから、特定の方式に限定しないことが適当であ

る。 

１．１．６ 変調方式 

変調方式については、将来的に様々な方式が使用される可能性もあるこ

とから、特定の方式に限定しないことが適当である。 

１．１．７ 伝送速度 

伝送速度については、例えば、通信キャリアの広帯域化、符号化率の向

上等を図ることにより、高速化を実現することが可能である。 

伝送速度は、サービス提供者において、必要な伝送速度を実現するため

に、最新の技術動向や国内・国際的な周波数調整の状況等を踏まえつ

つ、適切なシステム設計及び適切なサービス提供が行われるべきであ

り、特に法令等により規定しないことが適当である。 

１．１．８ セキュリティ対策 

不正使用を防止するための移動局装置固有の番号の付与、認証手順の適

用及び通信情報に対する秘匿機能の運用など適切な措置を講ずることが

望ましい。 

１．１．９ 電磁環境対策 

電波防護指針を満たすことが必要である。 

１．２ 人工衛星局の設備 

S バンドを用いる国内移動体衛星通信システムの用に供する人工衛星局

の無線設備の技術的条件については、国際的な電波に関する条約等及び国

内の電波法令に適合することが必要である。 

人工衛星局が自帯域内における所望信号のD/U比を確保するため、適切な

NPR（送信機出力における所望波と雑音の電力密度比をいう）が確保され

ることが望ましい。 

１．３ 基地局の設備 

S バンドを用いる国内移動体衛星通信システムの高速化の用に供する基

地局の無線設備の技術的条件については、国際的な電波に関する条約等及

び電波法令に基づくことが必要である。具体的には以下のとおりとするこ

とが適当である。 

１．３．１ 送信装置（基地局） 

（１）等価等方輻射電力（送信e.i.r.p） 

等価等方輻射電力（送信e.i.r.p）については、システム設計の柔軟性

の観点から、特に限定しないことが適当である。 
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（２）空中線電力の許容偏差 

無線設備規則第14条に規定されているとおり、空中線電力の許容偏差

は、上限50％、下限50％であることが必要である。 

（３）周波数の許容偏差 

無線設備規則第5条に規定されているとおり、周波数の許容偏差は、

±50×10⁻6以下であることが必要である。ただし、周波数の有効利用を

考慮して定めることが望ましい。 

（４）不要発射の強度の許容値 

不要発射の強度の許容値は、無線設備規則第7 条及び平成17年総務省告

示第1228号の宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又

は不要発射の強度の許容値に基づき、以下のとおりすることが必要であ

る。 

ア 帯域外領域の不要発射の強度の許容値 

必要周波数帯幅内における4kHzの周波数帯域幅当たりの最大電力密度

から、4kHzの周波数帯域幅当たり次の式により求められる値と、スプリ

アス領域の不要発射の強度の許容値のうち小さい方の値以下であるこ

と。 

40Log((2F/BN)+1) [dB] 

ここで、Fは必要周波数帯幅と帯域外領域の境界より中心周波数と反

対方向に離れる周波数の値であり、BNは必要周波数帯幅である。 

イ スプリアス領域の不要発射の強度の許容値 

50μW以下、又は基本周波数の平均電力より60dB低い値であること。 

ここで、スプリアス領域の不要発射の強度の許容値は、4kHzの周波数

帯域幅における電力とする。 

１．３．２ 受信装置（基地局） 

（１）受信Ｇ/Ｔ 

（２）局部発振器の周波数変動 

上記（１）（２）については、基本的に他のシステムへ干渉を与えるも

のでないことから、サービス提供者の裁量に委ねられるべきものであ

り、特に規定しないことが適当である。 

（３）副次的に発射する電波の強度 

副次的に発射する電波の強度は、無線設備規則第24条に基づき、4nW以

下であることが必要である。 

１．３．３ 空中線（基地局） 

（１）空中線の条件 
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空中線の条件は、電波法施行規則第32条及び第32条の２に基づき、以下

のとおりであることが必要である。 

ア 送信空中線の最小仰角 ：3度以上であること。 

イ 等価等方輻射電力の許容値 

仰角（θ）が0度以下の場合：40 dBW/4kHz 

仰角（θ）が0度を超え5度以下の場合：40＋3θ dBW/4kHz 

ただし、仰角（θ度）は送信空中線の輻射の中心からみた地表線の仰角

とする。 

（２）放射特性 

放射特性は、ITU-R勧告S.580-6に基づき、90％以上のサイドローブを含

む指向特性が次式を満足することが望ましい。 

Ｇ（φ）＝29－25 ㏒ φ 〔dBi〕 （1°≦φ≦20°） 

Ｇ（φ）＝－3.5 〔dBi〕 （20°＜φ≦26.3°） 

Ｇ（φ）＝32－25 ㏒ φ 〔dBi〕 （26.3°＜φ＜48°） 

Ｇ（φ）＝－10 〔dBi〕 （48°≦φ≦180°） 

φ ：アンテナ主ビームからの離角〔度〕 

Ｇ（φ）：当該方向の絶対利得〔dBi〕 

なお、軸外輻射電力については、ITU-R勧告S.524-9を満足することが望

ましい。 

１．４ 移動局の設備 

S バンドを用いる国内移動体衛星通信システムの用に供する移動局の無

線設備の技術的条件については、以下のとおりとする。 

１．４．１ 送信装置（移動局） 

（１）等価等方輻射電力（送信e.i.r.p） 

システム設計の柔軟性の観点から、特に限定しないことが適当である。 

（２）空中線電力の許容偏差 

無線設備規則第14条に規定されているとおり、空中線電力の許容偏差

は、上限50％、下限50％であることが必要である。 

（３）周波数の許容偏差 

無線設備規則第5条に規定されているとおり、周波数の許容偏差は±50

×10-6以下であることが必要である。ただし、基地局からの信号により送

信周波数を補正する自動周波数制御装置を具備することによって、周波

数の有効利用を考慮して定めることが望ましい。 

（４）不要発射の強度の許容値 
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不要発射の強度の許容値は、無線設備規則第7条及び平成17年総務省告

示第1228号の宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又

は不要発射の強度の許容値に基づき、以下のとおりとする必要がある。 

ア 帯域外領域の不要発射の強度の許容値 

必要周波数帯幅内における4kHzの周波数帯域幅当たりの最大電力密度

から、4kHzの周波数帯域幅当たり次の式により求められる値と、スプリ

アス領域の不要発射の強度の許容値のうち小さい方の値以下であるこ

と。 

40Log((2F/BN)+1)[dB] 

ここで、Fは必要周波数帯幅と帯域外領域の境界より中心周波数と反

対方向に離れる周波数の値であり、BNは必要周波数帯幅である。 

イ スプリアス領域の不要発射の強度の許容値 

50μW以下、又は基本周波数の平均電力より60dB低い値であること。 

ここで、スプリアス領域の不要発射の強度の許容値は、4kHzの周波数

帯域幅における電力とする。 

（５）占有周波数帯幅の許容値 

占有周波数帯幅の許容値については、サービス提供者において、必要な

伝送速度等を実現するために、最新の技術動向及び国内・国際的な周波

数調整の状況等を踏まえつつ、柔軟なシステム設計が行われるべきであ

るため、特に限定しないことが適当である。 

（６）送信機停波電力レベル 

無線設備規則第49条の23に規定されているとおり、送信機停波電力レベ

ルは、キャリア送信時の最大電力に対して-60dB以下であることが必要で

ある。 

（７）筐体輻射 

筐体輻射は、S バンド移動体衛星通信システム委員会報告（平成５年６ 

月）のとおり、25μＷ以下であることが望ましい。 

１．４．２ 受信装置（移動局） 

（１）副次的に発する電波の限度 

副次的に発する電波の限度は、無線設備規則第24 条に基づき、4ｎＷ以

下であること。 

（２）筐体輻射 

筺体輻射は、S バンド移動体衛星通信システム委員会報告（平成５年６ 

月）のとおり、以下のとおりであることが望ましい。 

ｆ≦1GHz：4nW 以下 

１GHz＜ｆ≦3GHz：20nW 以下 
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１．４．３ 空中線（移動局） 

（１）空中線の条件 

空中線の条件は、S バンド移動体衛星通信システム委員会報告（平成５

年６月）のとおり、特に規定しないことが適当である（ただし（３）を

除く）。 

（２）放射特性 

放射特性については、S バンド移動体衛星通信システム委員会報告（平

成５年６月）のとおり、特に規定しないことが適当である。 

（３）偏波 

偏波については、直線偏波又は円偏波であることが適当である。 
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２ 測定法 

2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムの用に供する無線設

備に関する測定法については、法令で規定されている方法により実施するこ

とが必要である。 

２．１ 送信装置 

送信装置の測定法としては、各変調入力端子（ビット列又は音声）に応

じ、標準符号化試験信号又は標準試験音声信号を入力信号として、以下の

とおりとすることが適当である。 

２．１．１ 空中線電力 

ア 移動局 

被試験器の移動局を定格出力で送信するよう設定し、電力計により

送信電力を測定する。 

イ 基地局 

被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、電力計により

送信電力を測定する。バースト波（定周波バースト波）にあっては、

時定数がバースト繰り返し周期よりも十分大きい電力計で測定し、送

信時間率の逆数を乗じてバースト内の平均電力を求める。連続波の場

合は、その平均電力を同様にして求める。 

２．１．２ 周波数 

ア 移動局 

被試験器の移動局を基地局シミュレータ、または変調波信号発生器

と接続し、基地局シミュレータ、または信号発生器から送られる信号

を受信している状態において、移動局から出力される無変調波を周波

数計で測定する。 

イ 基地局 

被試験器の基地局を共通制御チャネル等が送信されるように設定

し、周波数計またはスペクトルアナライザで測定する。被試験機が、

無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することができ

る。 

２．１．３ 不要発射の強度 

ア 移動局 

被試験器の移動局を定格出力で送信するよう設定し、無線出力端子

に接続されたスペクトルアナライザでスプリアス領域における不要発

射の強度を測定する。 

イ 基地局 
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被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、無線出力端子

に接続されたスペクトルアナライザにより、規定される周波数範囲毎

にスプリアス領域における不要発射の強度を測定する。 

２．１．４ 占有周波数帯幅の許容値 

ア 移動局 

被試験器の移動局を定格出力で送信するよう設定し、スペクトルア

ナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の

0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とす

る。 

イ 基地局 

被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、スペクトルア

ナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の

0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とす

る。 

２．１．５ 送信機停波電力レベル 

被試験器の移動局を定格出力で送信するよう設定し、送信周波数帯域内

の規定の周波数幅の電力をスペクトルアナライザまたは電力計で測定す

る。その後、被試験器の移動局を搬送波の送信停止状態とし、送信周波

数帯域内の規定の周波数幅の電力をスペクトルアナライザまたは電力計

で測定し、測定された電力を比較する。 

２．１．６ 筐体輻射 

被試験器の移動局の空中線端子を擬似負荷にて終端し、電波暗室または

地面反射波を抑圧したオープンテストサイトで、半波長ダイポール及び

標準信号発生器により置換測定する。測定アンテナは指向性アンテナと

する。 

２．２ 受信装置 

２．２．１ 副次的に発する電波の限度 

ア 移動局 

被試験器の移動局を待受状態、または受信状態（送信機無線出力停

止）とし、副次的に発する電波等の限度をスペクトルアナライザで測

定する。 

イ 基地局 

被試験器の基地局を受信状態（送信機無線出力停止）とし、副次的

に発する電波等の限度をスペクトルアナライザで測定する。 
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２．２．２ 筐体輻射 

被試験器の移動局の空中線端子を擬似負荷にて終端し、電波暗室または

地面反射波を抑圧したオープンテストサイトで、半波長ダイポール及び

標準信号発生器により置換測定する。測定アンテナは指向性アンテナと

する。 

２．３ 空中線（基地局） 

（１）空中線の放射指向特性 

地面反射波を抑圧したファーフィールドレンジ測定法、電波暗室でのコ

ンパクトレンジ測定法、または、ニアフィールドレンジ測定法等の測定

法があるが、反射鏡アンテナの解析設計手法も確立しているため、特に

規定しないことが望ましい。 
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参考資料１ 干渉検討パラメータ 
 

１ 次期移動衛星通信システム 

（１）送信系パラメータ 

 

表参１．１－１ 次期衛星局の送信系パラメータ 

パラメータ 
次期衛星局 

現行（参考） 次期 

送信電力密度 40.4 dBm/MHz 40.6 dBm/MHz 

帯域幅 30MHz 35MHz 

アンテナ利得 40.8 dBi 51.0 dBi※1 

給電線損失 0 dB 0 dB 

スペクトラムマスク 図参１．１－１参照 図参１．１－２参照 

空中線高 37,240,000 m 

 

表参１．１－２ 次期移動局の送信系パラメータ 

パラメータ 
次期移動局 

現行（参考） 次期 

送信電力密度 - - 

送信電力 33 dBm 31.4 dBm 

帯域幅 15kHz, 75kHz, 150kHz 1.2MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz 

アンテナ利得 12.6 dBi 12.6 dBi※2 

給電線損失 0 dB 0 dB 

隣接チャネル漏えい電力 
-25dBc 隣接 

-40dBc 次隣接 
- 

スペクトラムマスク － 表参１．１－３参照 

スプリアス -8.8 dBm 

2605-2630MHz -63.98dBm/4kHz 

2630-2650MHz -46.47dBm/4kHz 

2650-2655MHz -29.37dBm/4kHz 

帯域内のスプリアス（250%以

上）： 

-33.2 dBm/4kHz 
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アンテナパターン 
図参１．１－３参照 

図参１．１－４参照 

図参１．１－３参照 ※2 

図参１．１－４参照 ※2 

仰角 48° 48° 

空中線高 1.5 m 

※１ 陸上エリア向けのピーク利得 

※２ 次期移動局のアンテナ諸元未確定のため、現行衛星移動局の利得・アンテナパター

ンを適用して検討 

 

表参１．１－３ 次期移動局の想定スペクトラムマスク（帯域内） 
 

帯域幅 

1.2MHz 3.0MHz 5.0MHz 10MHz 

スペクトラム

マスク 

(dBm/4kHz) 

1.63-

40log(5Δf/3+1) 

(0≦Δf＜0.79MHz) 

-2.35-

40log(4Δf/3+1) 

(0≦Δf＜1.27MHz) 

-4.57-

40log(2Δf/5+1) 

(0≦Δf＜1.56MHz) 

-7.58-

40log(Δf/5+1) 

(0≦Δf＜1.83MHz) 

-13 

(Δf≧0.79MHz) 

-13 

(Δf≧1.27MHz) 

-13 

(Δf≧1.56MHz) 

-13 

(Δf≧1.83MHz) 

 

 

図参１．１－１ 現行衛星局のスペクトラムマスク 
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図参１．１－２ 次期衛星局のスペクトラムマスク 

 

 
図参１．１－３ 現行移動局のアンテナパターン（垂直面） 
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図参１．１－４ 現行移動局のアンテナパターン（水平面） 

 

（２）受信系パラメータ 

 

表参１．１－４受信系パラメータ 

パラメータ 
衛星局 移動局 

現行 次期 現行 次期 

アンテナ利得 40.8dBi 40dBi ※1 12.6dBi 12.6dBi※4 

給電線損失 0dB 0dB 0dB 0dB 

エリア間 

アイソレーション 
0dB -24～-30dB※2 - － 

許容干

渉量 

帯域内干渉 -126.8dBm/MHz※3 -124.9dBm/MHz 

帯域外干渉 － － 

-60dBm 0－10MHz離調 

-41dBm 10－25MHz離調 

-37dBm 25－30MHz離調 

※１ 遠洋エリア向けのピーク利得 

※２ 仕様値から想定されるエリア間アイソレーション値 

※３ 外国システムから受けている干渉＋変動マージンを加味した干渉許容量 

     (I/N=10dBの値は､-123.8dBm/MHz) 

但し､既存地上系システムとの共用検討においては､-123.8dBm/MHzを適用 

※４ 次期移動局のアンテナ諸元未確定のため、現行移動局の利得・アンテナパターンを

適用して検討 

※ 大気吸収損失、偏波損失については、今回の検討では未考慮  
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２ BWAシステム（XGP） 

 

（１）送信系パラメータ 

 

表参１．２－１ XGP送信系パラメータ 

パラメータ 
XGPシステム 

マクロ基地局 ※１ 移動局 

周波数帯 2,545MHz ～ 2,575MHz 

帯域幅 2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz 

送信電力 46 dBm/BW 23 dBm/26 dBm 

アンテナ利得 17 dBi 4 dBi※2 

給電線損失 5 dB 0 dB 

隣接チャネル漏えい電力 
[2.5～10MHz] 3dBm以下 

[20MHz] 6dBm以下 

[2.5～10MHz] 2dBm以下 

[20MHz] 3dBm以下 

スペクトラムマスク 図参１．２－１参照 図参１．２－２参照 

スプリアス 
(～2535MHz) -42dBm/MHz 

(2655MHz～) -13dBm/MHz 

(2505～2530MHz)-30dBm/MHz 

(2530～2535MHz)-25dBm/MHz 

(2655MHz～)   -13dBm/MHz 

アンテナパターン 図参１．２－３参照 無指向 

チルト角 4.0° - 

空中線高 40 m 1.5 m 

※１ ワーストケースとして、マクロ基地局を前提として検討 

※２ 送信電力が 23dBmを超える場合は、アンテナ利得は 1dBi（EIRP は 27dBm以下） 
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図参１．２－１ XGP基地局送信マスク 

 

図参１．２－２ XGP移動局送信マスク 
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図参１．２－３ XGP基地局アンテナパターン（垂直面） 

 

（２）受信系パラメータ 

 

表参１．２－２ XGP受信系パラメータ 

パラメータ 
XGPシステム 

マクロ基地局 移動局 

アンテナ利得 17 dBi 4 dBi 

給電線損失 5 dB 0 dB 

許容干渉

量 

帯域内干渉 -114.0 dBm/MHz -112.0 dBm/MHz 

帯域外干渉 － － 
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３ BWAシステム（モバイル WiMAX） 

 

（１）送信系パラメータ 

 

表参１－３－１ モバイル WiMAX送信系パラメータ※ 

パラメータ 
モバイル WiMAXシステム 

マクロ基地局 ※１ 移動局 

周波数帯 2,595MHz ～ 2,645MHz 

帯域幅 5MHz/10MHz/20MHz 

送信電力 
43dBm/BW(5MHz/10MHz) 

46 dBm/BW(20MHz) 
26 dBm 

アンテナ利得 17 dBi 5 dBi※2 

給電線損失 5 dB 0 dB 

隣接チャネル漏えい電力 
[5MHz] 7dBm以下 

[10MHz] 3dBm以下 

[5MHz] 5dBm以下 

[10MHz] 3dBm以下 

スペクトラムマスク 図参１．３－１参照 図参１．３－２参照 

スプリアス 

(2505～2535MHz) -42dBm/MHz 

(2535MHz～)   -13dBm/MHz 

(2505～2530MHz) -40dBm/MHz 

(2530～2535MHz) 1.7f-4341 

dBm/MHz 

(2655MHz～)   -16dBm/MHz 

アンテナパターン 図参１．３－３参照 無指向 

チルト角 4.0° － 

空中線高 40 m 1.5 m 

※ 現在は WiMAX Release 2.1AE(3GPP 参照規格)も運用されているが、モバイル WiMAXの

パラメータが包含可能であることから、モバイル WiMAXのパラメータを適用 

※１ ワーストケースとして、マクロ基地局を前提として検討 

※２ 2dBi を超える空中線利得の場合、EIRPが 28dBm以下 
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図参１．３－１ モバイル WiMAX基地局送信マスク 

 

図参１．３－２ モバイル WiMAX移動局送信マスク 
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図参１．３－３ モバイル WiMAX基地局アンテナパターン（垂直面） 

 

（２）受信系パラメータ 

 

表参１．３－２ モバイル WiMAX受信系パラメータ 

パラメータ 
モバイル WiMAXシステム 

マクロ基地局 移動局 

アンテナ利得 17 dBi※1 5 dBi※2 

給電線損失 5 dB 0 dB 

許容干渉

量 

帯域内干渉 -113.8 dBm/MHz -111.8 dBm/MHz 

帯域外干渉 ― ― 

※１ ワーストケースとして、マクロ基地局を前提として検討 

※２ 2dBi を超える空中線利得の場合、EIRPが 28dBm以下 
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４ JCSAT-5Aトランスポンダ 

 

 JCSAT-5Aとの共用検討において使用する、JCSAT-5Aトランスポンダの PFD

値を表参１．４－１に示す。 

 

表参１．４－１ JCSAT-5Aトランスポンダの PFD値 

周波数 

（UpLink） 

（Sバンド） 

周波数 

（DownLink） 

（Cバンド） 

許容静止衛星軌道上 

電力束密度（PFD） 

MHz MHz dBm/m2/MHz 

2,645 4,109 -90.7 

2,646 4,110 -90.7 

2,647 4,111 -90.7 

2,648 4,112 -91.7 

2,649 4,113 -98.7 

2,650 4,114 -105.7 

2,651 4,115 -112.7 

2,652 4,116 -119.7 

2,653 4,117 -126.7 

2,654 4,118 -133.7 

2,655 4,119 - 

2,660 4,124 - 
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５ 電波天文 

 電波天文の干渉許容レベルについては、勧告 ITU-R RA.769-2の規定値の適

用し、電波天文帯域(10MHz)全体の総和として、-207dBWとする。 

 

 

図参１．５－１ 電波天文の干渉許容レベル（勧告 ITU-R RA.769-2） 

 

 

  

干渉許容電力値
電波天文帯域

(10MHz)全体の総和
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６ 無線 LAN 

 

 無線 LANの干渉検討パラメータを、表参６－１に示す。 

 

表参６－１ 無線 LAN干渉検討パラメータ 

  単位 

送信周波数 2497 MHz 

占有帯域幅 26 kHz 

送信電力 10 mW/MHz 

空中線利得 2.14 dBi 

フィーダー損失 0 dB 

スプリアス領域における不要

輻射電力(2497MHz以上

2510MHz 未満) 

25 μW/MHz 以下 

 

 

表参１．６－２ 無線 LANシステムの受信特性 

（情報通信審議会陸上無線通信委員会報告書（平成 28年 3月 22日）より引用） 

 

変調方式として BPSK、20MHz帯域幅の場合において許容干渉電力を算出する

と下記の通りとなる。 

帯域内干渉については、受信感度（-82dBm）に対し、所要 D/U比 10dBを確

保し、かつアンテナ利得として 2.14dBiを付加することで、アンテナ入力前に

おける許容干渉電力は-94.14dBmとなる。この-94.14dBmは 26MHz幅の値であ

り、1MHzあたりの許容干渉電力は -94.14-10log(26) =-108.3 dBm/MHzとな

る。 

帯域外干渉については、受信感度（-82dBm）に対し、隣接チャネル所要 D/U

比-16dBを確保し、かつアンテナ利得として 2.14dBiを付加することで、アン

テナ入力前における許容干渉電力は-68.1dBmとなる。 
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７ VICS 

 VICSの干渉検討パラメータを、表参７－１に示す。 

 

表参７－１ VICS干渉検討パラメータ 

  単位 備考 

送信周波数 2499.7 MHz ※1 

占有帯域幅 85 kHz ※1 

送信電力 20 mW ※1 

空中線損失 3 dB ※2 

路上送信局アンテナ利得 7 dBi ※2 

車載機アンテナ利得 2 dBi ※1 

スプリアス領域における不要

輻射電力 

2.5 μW以下 ※1 

許容干渉電力 -90.4 dBm ※1 

※1 情報通信審議会陸上無線通信委員会報告書（平成 28年 3月 22日）参考資料 1より引

用 

※2 情報通信審議会陸上無線通信委員会ロボット作業班 robot-AH-2-3「ロボット用電波利

用システム調査検討会アドホック WG 2.4GHz帯 VICS干渉調査」より引用 
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８ ロボット用無線システム（ドローン等） 

 

表参１．８－１ ロボット用無線システムの干渉検討パラメータ 

（情報通信審議会陸上無線通信委員会報告書（平成 28年 3月 22日）より引用） 

 

 

 
図参１．８－１ ロボット用無線システムの送信特性 

（情報通信審議会陸上無線通信委員会報告書（平成 28年 3月 22日）より引用） 

 

 

表参１．８－２ ロボット用無線システムの受信特性 

（情報通信審議会陸上無線通信委員会報告書（平成 28年 3月 22日）より引用） 

 

 

変調方式と帯域幅の組み合わせにより条件が変化するため、変調方式として

最もロバストとなる BPSK、10MHz帯域幅の場合において算出すると下記の通り

となる。 

帯域内干渉については、受信感度（-85dBm）に対し、所要 D/U比 10dBを確

保し、かつアンテナ利得として 6dBを付加することで、アンテナ入力前におけ
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る許容干渉電力は-101dBmとなる。この-101dBmは 10MHz幅の値であるが、実

際の受信帯域が 9MHzであることから、1MHzあたりの許容干渉電力は 

-101-10log(9) =-110.5 dBm/MHzとなる。なお、5MHz帯域幅の場合において

も、受信感度が 3dB低くなるが、実際の受信帯域が 4.5MHzであることを考慮

すると、許容干渉電力は 10MHz帯域幅の場合と同一になる。 

帯域外干渉については、受信感度（-85dBm）に対し、所要 D/U比-16dBを確

保し、かつアンテナ利得として 6dBを付加することで、アンテナ入力前におけ

る許容干渉電力は-75dBmとなる。 
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参考資料２ BWAシステムとの共用検討詳細 
 

１ 干渉検討モデル 

 BWAシステムと次期システム間の共用可能性を評価するための干渉モデルを

図参２．１－１に示す。BWAシステムが次期システムに割当てられた周波数帯

（上り：2655～2690MHz／下り：2500～2535MHz）及び広帯域無線アクセスシス

テム（BWA）とのガードバンド（GB）（2535～2545MHz／2645～2655MHz）に割

当てられたと想定し、衛星システムとの共用検討を実施する。 

 表参２．１－１に干渉シナリオと検討手法を示す。干渉シナリオ１－１～１

－４は、2.6GHz帯（2645～2690MHz）に割当てられた場合の与干渉、被干渉の

関係を示している。また、干渉シナリオ２－１～２－４は、2.5GHz帯（2500～

2545MHz）に割当てられた場合の与干渉、被干渉の関係を示している。 

 

図参２．１－１ 干渉検討モデル 

 

• 次期衛星局、基地局等、移動しない無線設備については、 １対１対向モデ

ルにおいて、最も干渉影響が大きくなる位置関係における所要改善量を算出 

• 衛星移動局、BWA移動局のようにお互いに移動する無線設備については、確

率的検討（モンテカルロ・シミュレーション）を適用して、共用可能性につ

いて評価 

 

 なお、干渉シナリオ１－１および１－２については、次期衛星局に対する干

渉影響を評価するものであり、見通しがある場合には全ての BWA基地局、BWA

2582 2592

現行システム↓ ＧＢ BWA(XGP)
WiMAX

方式 BWA(モバイルWiMAX) 現行システム↑ＧＢ

2595

ＧＢ

次期システム↓ 次期システム↑

現行衛星/次期衛星

希望波

干渉波

干渉シナリオ１－１

（ＢＷＡ基地局⇒衛星局）

干渉シナリオ１－２

（ＢＷＡ移動局⇒衛星局）

干渉シナリオ１－３

（衛星系移動局⇒ＢＷＡ基地局）

干渉シナリオ１－４

（衛星系移動局⇒ＢＷＡ移動局）

干渉シナリオ２－１

（ＢＷＡ基地局⇒衛星系移動局）

干渉シナリオ２－２

（ＢＷＡ移動局⇒衛星系移動局）

干渉シナリオ２－３

（衛星局⇒ＢＷＡ基地局）

干渉シナリオ２－４

（衛星局⇒ＢＷＡ移動局）衛星系移動局

衛星系移動局

地上系移動局
地上系移動局

地上系基地局 地上系基地局

GB GB

高度化方式

地域BWA 2660 2690 （ＭＨｚ）26452500 2505 2535 2545 2575

5MHz拡張 5MHz拡張
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移動局からの合成電波が干渉となり得る。そのため、１対１対向モデルでの評

価結果から、複数局が設置された場合の合成干渉量の評価を実施し、設置可能

局数に対する評価も合せて実施する。 

 

表参２．１－１ 干渉シナリオと検討手法 

干渉シナリオ 与干渉 被干渉 検討手法 

干渉シナリオ１－１ BWA基地局 次期衛星局 １対１対向モデル 

干渉シナリオ１－２ BWA移動局 次期衛星局 １対１対向モデル 

干渉シナリオ１－３ 次期移動局 BWA基地局 １対１対向モデル 

干渉シナリオ１－４ 次期移動局 BWA移動局 確率的検討 

干渉シナリオ２－１ BWA基地局 次期移動局 １対１対向モデル 

干渉シナリオ２－２ BWA移動局 次期移動局 確率的検討 

干渉シナリオ２－３ 次期衛星局 BWA基地局 １対１対向モデル 

干渉シナリオ２－４ 次期衛星局 BWA移動局 １対１対向モデル 

 

 

１．１ １対１対向モデル 

 １対１対向モデルとは、最も干渉影響の大きくなる与干渉局と被干渉局の位

置関係において、与干渉局１局から被干渉局１局に対する干渉量が被干渉局の

許容値を下回ることを評価する検討手法である。図参２．１．１－１に概略図

を示す。図参２．１．１－１の左に示す図は、与干渉局として BWA基地局、被

干渉局として次期衛星局を想定した１対１対向モデルであり、BWA基地局の水

平面の指向方向が次期衛星局の方向に向く場合が最も干渉量が大きくなる。ま

た、図参２．１．１－１の右に示す図は、与干渉局として BWA基地局、被干渉

局として次期移動局を想定した１対１対向モデルであり、次期移動局のアンテ

ナ指向方向が仰角として 48度方向であり、垂直面、水平面指向方向が BWA基

地局のアンテナ方向を向いた場合が最も干渉量が大きくなる。 

 ここで、衛星への仰角は 48度を用いる。実際に仰角が概ね 48度となるのは

東京近郊であり、北海道の約 37度から沖縄の離島の約 60度の範囲で変化する

ため、影響も異なって見える。実際に BWA基地局１局からの干渉影響を比較す

ると、仰角の小さいエリアの方が干渉影響は大きくなる。しかしながら、次期

衛星局への干渉影響は BWAシステムの設置局数に依存することから、最も BWA

基地局の数が多くなる東京近郊の条件で共用検討を実施することが最悪条件に

なると考えられる。そのため、仰角を 48度と設定し、共用検討を実施する。 
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図参２．１．１－１ １対１対向モデルの概略 

 

１．２ 確率的検討（モンテカルロシミュレーション） 

 １対１の対向モデルでは共用可能性が判断できず、与干渉システム、被干渉

システムの特性（相互に移動関係にある）を考慮し、確率的な調査が適用可能

と判断された場合においては、モンテカルロ・シミュレーションによる評価を

行う。モンテカルロ・シミュレーションによる干渉検討のイメージを図参２．

１．２－１に示す。図中の「与」は与干渉局、「被」は被干渉局を示す。 

 モンテカルロ・シミュレーションとは、陸上移動局間の干渉、または与干

渉、被干渉のいずれかが陸上移動局である干渉形態について、複数の陸上移動

局の相対的位置関係により変化する被干渉受信機への総受信電力等の影響を考

慮して、確率論的に干渉影響を評価する手法である。具体的には、被干渉局か

ら対象半径Ｒの範囲に、同一タイミングで送信する複数の陸上移動局をランダ

ムに配置して、これらの複数の与干渉局から被干渉局に到達する総干渉電力を

求める。この与干渉局の配置パターンを変化させて複数回の計算を実施し、こ

の値が許容干渉レベルを超える確率を求める。 

 

 

図参２．１．２－１ モンテカルロ・シミュレーションによる干渉検討イメー

ジ 

与干渉局

送信アンテナ高
指向方向

チルト：6.5°

仰角：48°

与干渉局被干渉局

水平離隔距離

送信アンテナ高

受信アンテナ高

指向方向

仰角：48°

チルト：6.5°

指向方向

<<モデル例：与干渉：ＢＷＡ基地局，被干渉：衛星局>> <<モデル例：与干渉：ＢＷＡ基地局，被干渉：衛星系移動局>>

与
被

与

与
与

与

与

与

与

対象半径R
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なお、モンテカルロ・シミュレーションにおけるパラメータに関し、評価半

径は、広帯域無線アクセスシステムの情報通信審議会で適用された半径１kmと

して検討を行う。これらの条件は地上系システムの陸上移動局からの干渉量を

見積もる上で、十分大きな値である。また、同一タイミングで送信する陸上移

動局の台数については、表参２．１．２－１に示す値を使用する。 

 

表参２．１．２－１ 同一タイミングで送信する陸上移動局の台数 

システム XGP（次世代ＰＨＳ） 

台数 34.2 台/km2 

 

１．３ モンテカルロ・シミュレーションにおける伝搬モデル 

 モンテカルロ・シミュレーションで用いた伝搬モデルは、平成２３年度 情

報通信審議会・携帯電話等高度化委員会報告 諮問第２０２１号 「２．５

GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」のうち「広

帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件」参考資料２－４

に記載された SEAMCATで用いる伝搬モデル（MS-MS間伝搬モデル）を適用し

た。 

 本検討におけるモンテカルロ・シミュレーションには、欧州 CEPTの

Spectrum Engineering WGで開発された SEAMCAT（Spectrum Engineering 

Advanced Monte-Carlo Analysis Tool ver.3.2.4）を適用した。現在の

SEAMCATの最新 ver.は 5.2.0であるが、ver.5.0.0以降に Pluginの取り込み方

法が変わったため、過去の共用検討で適用された Pluginが適用不可能となっ

たこと、ver.4.0.0～ver.4.0.1については、空間の設定にバグがあることが明

らかであったことから、ver.3.2.4を適用している。 

 

（１）MS-MS間伝搬モデル 

 MS-MS間の伝搬では、上述の情報通信審議会の報告書に記載された伝搬モデ

ルを用いている。伝搬モデルを図参２．１．３－１に示す。 
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図参２．１．３－１ MS-MS間伝搬モデル 

 

本検討でのシミュレーション条件は以下の通りである。 

d平均ビル間隔（典型的な値： 80 m） 

R 与干渉送信機と被干渉受信機の距離（R > 1 m） 

Δhm 平均ビル高と移動局アンテナ高の差（典型的な値： 22.5 m） 

x 移動局と回折の始まるエッジとの水平距離（典型的な値： 15 m） 

w 平均道路幅（典型的な値： 30 m） 

 

（２）伝搬式 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚 = −10log �
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�, 

r = �(𝛥𝛥ℎ𝑚𝑚)2 + 𝑥𝑥2; 
θ = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1(|𝛥𝛥ℎ𝑚𝑚|/𝑥𝑥) 
φ = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1(|𝛥𝛥ℎ𝑚𝑚|/𝑑𝑑) 
λ 波長 

 

（３）LOS/NLOSの選択方法 

 MS間距離が 1m以内の場合には、自由空間損失として計算を行う。MS間の距

離が 1mから 50mの範囲の場合には、LOSとなる確率が以下の式で表されるよう

に、LOSと NLOSをランダムに選択する。LOSとなる確率 P（LOS）は、移動局間

の距離が大きくなるにつれて減少する。 
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P(LOS) = �

1 𝜋𝜋 ≤ 𝜋𝜋1
𝜋𝜋2 − 𝜋𝜋
𝜋𝜋2 − 𝜋𝜋1

𝜋𝜋1 < 𝜋𝜋 < 𝜋𝜋2

0 𝜋𝜋 ≥ 𝜋𝜋2

 

 ここで、R1、R2はそれぞれ 1m、50mである。 

 また、NLOSの式を適用する際には、シャドウイングとして 10dBを付加す

る。 

 

２ BWAシステムとの共用検討 

BWAシステムと次期システムの周波数関係について、図参２．２－１に示

し、近接するシステム間の共用検討として、①UQコミュニケーションシステム

社がサービスを提供しているモバイル WiMAXから次期衛星局への干渉影響、②

次期移動局からモバイル WiMAXへの干渉影響、③Wireless City Planning社が

サービスを提供している XGPから次期移動局への干渉影響、及び④次期衛星局

から XGPへの干渉影響について検討を実施する（表参２．２－１参照）。 

 

 
図参２．２－１ BWAシステムと次期システムの共用検討対象 

 

表参２．２－１ BWAシステムと次期システム間の共用検討シナリオ 

干渉シナリオ 
検討手法 GB 

No. 与干渉 被干渉 

① 

モバイル WiMAX 

（基地局＋移動局＋

小電力レピータ） 

次期衛星局 
１対１対向モデル

*1 
5MHz 

②－１ 次期移動局 モバイル WiMAX基地局 １対１対向モデル 10MHz 

②－２ 次期移動局 モバイル WiMAX移動局 確率的検討 10MHz 

③－１ XGP基地局 次期移動局 １対１対向モデル 10MHz 

③－２ XGP移動局 次期移動局 確率的検討 10MHz 

2545 2575

2582 2592

2645 2660 2690 （ＭＨｚ）

現行システム↓ ＧＢ BWA(XGP)

WiMAX

方式
BWA(モバイルWiMAX) 現行システム↑ＧＢ

2500 2595

ＧＢ

次期システム↓ 次期システム↑

GB

高度化方式

地域BWA
2505 2535

GB

2655

④③ ①②
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④－１ 次期衛星局 XGP基地局 １対１対向モデル 10MHz 

④－２ 次期衛星局 XGP移動局 １対１対向モデル 10MHz 

*1 モバイル WiMAXから次期衛星局への干渉影響については、平成 23年度 情

報通信審議会・携帯電話等高度化委員会報告 諮問第 2021号 「2.5GHz帯

を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」のうち「広帯

域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件」における検討

手法を踏襲し、以下の局数で運用される場合のアグリゲーション干渉とし

て評価を実施する。 

 （条件１）基地局 6万局、移動局 490万局、小電力レピータ 10万局 

 （条件２）基地局 2万局、移動局 200万局、小電力レピータ 10万局 

 

 

２．１ ① モバイル WiMAXから次期衛星局への干渉検討 

 モバイル WiMAXと、次期衛星局に対する共用検討の位置及び周波数関係を図

参２．２．２－１に示す。平成 23年度の情報通信審議会における共用検討で

は、次期衛星局は地上系システムと見通しがある場合、全ての無線設備の送信

信号の合成電力が干渉となるものとして、モバイル WiMAXの基地局、移動局お

よび小電力レピータについて、以下の局数で運用される場合のアグリゲーショ

ン干渉として評価が実施されていることから、本検討においても同様の手法に

おいて検討を実施した。 

 （条件１）基地局 6万局、移動局 490万局、小電力レピータ 10万局 

 （条件２）基地局 2万局、移動局 200万局、小電力レピータ 10万局 

 

 
図参２．２．１－１ BWAシステム（モバイル WiMAX）と次期システムの関係 

 

モバイル WiMAXと次期衛星局との共用検討結果を表参２．２．１－１に示

す。本結果より、条件１においては所要改善量として約 13dBが残存してお

り、共用不可との結果となる。ここで、過去の情報通信審議会における共用検

討においては、衛星局（現行）と共用可能との結論になっていることから、所

2645 2660 2690 （ＭＨｚ）

モバイルWiMAX 現行システム↑

2595

ＧＢ

次期システム↑

2655

①
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要改善量が増加した原因について考察する。モバイル WiMAX側のパラメータお

よび運用局数については、過去の情報通信審議会のパラメータを用いているこ

とから、差分は現行と次期の衛星局側にある。次期の衛星局については、陸上

エリアへのアンテナビームをシャープにしており、アンテナのピーク利得が

10.2dB向上している。そのため、所要改善量が増加したと考える。 

 

表参２．２．１－１ モバイル WiMAXから次期衛星局への共用検討結果 

干渉シナリオ 
ＧＢ 所要改善量*1 備考 

No. 与干渉 被干渉 

① 

モバイル

WiMAX（基地局

＋移動局＋小

電力レピー

タ）  

次期衛星局 ５MHz 

13.5dB (0.3dB) 条件１*2 

10.2dB (-3.0dB) 条件２*3 

*1 ( ) 内は平成 23年度 情報通信審議会・携帯電話等高度化委員会報告 諮

問第 2021号 「2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技

術的条件」のうち「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技

術的条件」における所要改善量 

*2 (条件 1) 基地局 6万局、移動局 490万局、小電力レピータ 10万局 

*3 (条件 2) 基地局 2万局、移動局 200万局、小電力レピータ 10万局 

 

 しかし、現状の所要改善量が残存する状況では、既存の BWAシステムと次期

衛星局の共用ができないこととなる。そのため、BWAシステムの実力値を想定

した検討を実施する。ただし、モバイル WiMAXの基地局、移動局、小電力レピ

ータのスプリアス値として、実力値相当の情報を保有していないことから、特

性差分は大きくないものと考え、LTE基地局および LTE移動局におけるスプリ

アス値を用いて追加検討を実施した。図参２．２．１－２に適用した LTE基地

局の送信スペクトラム例を示し、図参２．２．１－３に適用した LTE移動局の

送信スペクトラム例を示し、その結果を表参２．２．１－２に、条件１及び２

の与干渉計算詳細を表参２．２．１－３及び表参２．２．１－４にそれぞれ示

す。 

 BWAシステムの実力値として、LTEの基地局および移動局の送信スペクトラ

ムを用いた結果、GBとして５MHzにおいては条件１で所要改善量 5.2dB、条件

２で所要改善量 4.3dB、GB 10MHzにおいて条件１で所要改善量 4.5dB、条件２

で所要改善量 4.3dBが残存することが分かった。所要改善量が残存した主要因
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は、基地局、移動局については実力値を適用して総合干渉レベルが低下したも

のの、小電力レピータについては規格値で共用検討を実施しているため、小電

力レピータのスプリアス値がボトルネックとなったことに起因している。一般

的に、無線装置の設計をするにあたり、装置のバラつき等を加味して規格値ギ

リギリで設計することは無く、３dB程度のマージンを持って設計されることか

ら、小電力レピータについても、３dB程度の改善は見込まれるものと考えられ

る。また、本検討は規格値による最悪条件で検討したが、実際に小電力レピー

タから放射される電力は環境や移動局等の数に応じて減少するため、平均電力

を見込むことも可能である。このように、設計マージンや平均電力等を加味す

ることで、共用可能である。 

 

 

図参２．２．１－２ LTE基地局の送信スペクトラム例 

 

 

図参２．２．１－３ LTE移動局の送信スペクトラム例 
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表参２．２．１－２ モバイル WiMAXから次期衛星局への追加検討結果 

干渉シナリオ 

ＧＢ 

所要改善量 

備考 
No. 与干渉 被干渉 

スプリアス

値 
実力値 

① 

モバイル

WiMAX（基地局

＋移動局＋小

電力レピー

タ） 

次期衛星局 

５MHz 

13.5dB 5.2dB 条件１ 

10.2dB  4.3dB 条件２ 

10MHz 
13.5dB 4.5dB 条件１ 

10.2dB 4.0dB 条件２ 

 

 

表参２．２．１－３ モバイル WiMAXから次期衛星局への与干渉計算詳細（条

件１） 

項目 WiMAX BS 
WiMAX Rep(to 

MS) 
WiMAX MS 

WiMAX Rep(to 

BS) 

周波数 MHz 2,655.0  2,655.0  2,655.0  2,655.0  

空中線電力 dBm -13.0  -16.0  -16.0  -16.0  

アンテナ利得 dBi 17.0  2.0  5.0  5.0  

給電線損失] dB 5.0  0.0  0.0  0.0  

EIRP密度 (帯域内)  -1.0  -14.0  -11.0  -11.0  

稼働局数  60,000.0  100,000.0  4,900,000.0  100,000.0  

衛星高度 (伝搬距離) M 37,240,000.0  37,240,000.0  37,240,000.0  37,240,000.0  

自由空間損失 dB 192.3  192.3  192.3  192.3  

大気吸収損失 dB 0.2  0.2  0.2  0.2  

フェージング損失 dB 3.0  3.0  3.0  3.0  

人体損失 dB 0.0  0.0  8.0  0.0  

壁損失 dB 0.0  10.0  0.0  10.0  

偏波損失 dB 0.0  0.0  0.0  0.0  

伝搬ロス dB 198.5  208.5  206.5  208.5  

送信アンテナ指向性減衰量  dB -27.1  0.0  0.0  0.0  

受信アンテナ指向性減衰量 dB 0.0  0.0  0.0  0.0  

アンテナ指向性減衰(合計) dB -27.1  0.0  0.0  0.0  

稼働率 dB 0.0  0.0  -10.0  -10.0  

送信確率 (Duty) dB -2.0  -2.0  -4.3  -4.3  

衛星エリアカバー率 dB 0.0  0.0  0.0  0.0  

衛星アンテナ利得 dBi 51.0  51.0  51.0  51.0  

衛星給電線損失 dB 0.0  0.0  0.0  0.0  

干渉量 dBm/MHz -126.9  -120.5  -110.9  -129.8  

総干渉量 dBm/MHz -110.3  

許容干渉電力 dBm/MHz -123.8  

所要改善量 dB 13.5  
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表参２．２．１－４ モバイル WiMAXから次期衛星局への与干渉計算詳細（条

件２） 

項目 WiMAX BS 
WiMAX Rep(to 

MS) 
WiMAX MS 

WiMAX Rep(to 

BS) 

周波数 MHz 2,655.0  2,655.0  2,655.0  2,655.0  

空中線電力 dBm -13.0  -16.0  -16.0  -16.0  

アンテナ利得 dBi 17.0  2.0  5.0  5.0  

給電線損失] dB 5.0  0.0  0.0  0.0  

EIRP密度 (帯域内)  -1.0  -14.0  -11.0  -11.0  

稼働局数  20,000.0  100,000.0  2,000,000.0  100,000.0  

衛星高度 (伝搬距離) M 37,240,000.0  37,240,000.0  37,240,000.0  37,240,000.0  

自由空間損失 dB 192.3  192.3  192.3  192.3  

大気吸収損失 dB 0.2  0.2  0.2  0.2  

フェージング損失 dB 3.0  3.0  3.0  3.0  

人体損失 dB 0.0  0.0  8.0  0.0  

壁損失 dB 0.0  10.0  0.0  10.0  

偏波損失 dB 0.0  0.0  0.0  0.0  

伝搬ロス dB 198.5  208.5  206.5  208.5  

送信アンテナ指向性減衰量  dB -27.0  0.0  0.0  0.0  

受信アンテナ指向性減衰量 dB 0.0  0.0  0.0  0.0  

アンテナ指向性減衰(合計) dB -27.0  0.0  0.0  0.0  

稼働率 dB 0.0  0.0  -10.0  -10.0  

送信確率 (Duty) dB -2.0  -2.0  -4.3  -4.3  

衛星エリアカバー率 dB 0.0  0.0  0.0  0.0  

衛星アンテナ利得 dBi 51.0  51.0  51.0  51.0  

衛星給電線損失 dB 0.0  0.0  0.0  0.0  

干渉量 dBm/MHz -131.5  -120.5  -114.8  -129.8  

総干渉量 dBm/MHz -113.6  

許容干渉電力 dBm/MHz -123.8  

所要改善量 dB 10.2  

 

 

２．２ ② 次期移動局からモバイル WiMAXへの干渉検討 

 次期衛星システムの次期移動局からモバイル WiMAXに対する共用検討の位置

及び周波数関係を図２．２．２－１に示す。 

 

 

図２．２．２－１ BWAシステム（モバイル WiMAX）と次期システムの関係 

 

次期移動局とモバイル WiMAX基地局との共用検討結果を表参２．２．２－１

に、与干渉計算詳細を表参２．２．２－２示す。本結果より、No. ②－１ モ

バイル WiMAX基地局への共用検討においては所要改善量として 12.7dBが残存

2645 2660 2690 （ＭＨｚ）

BWA(モバイルWiMAX) 現行システム↑

2595

ＧＢ

次期システム↑

2655

②
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しており、共用不可との結果となる。ここで、過去の情報通信審議会における

共用検討においては、共用可能との結論になっていることから、原因について

考察する。過去の情報通信審議会の結果を改めて確認すると、GB=5MHzにおい

て所要改善量として 26.7dBが残存するものの、モバイル WiMAXシステムにお

ける 10％の周波数劣化を許容可能であるものとして共用可能との結論になって

いる。本検討結果における所要改善量は過去の情報通信審議会における所要改

善量を下回っており、モバイル WiMAXシステムにおける 10％の周波数劣化を許

容可能であれば、共用可能との結論が得られるものと考えるが、10%の周波数

劣化を許容可能か否かは事業者間の合意の元、運用することが望ましい。 

 

表参２．２．２－１ 次期移動局からモバイル WiMAXへの共用検討結果 

干渉シナリオ 
ＧＢ 所要改善量 

No. 与干渉 被干渉 

②－１ 次期移動局 モバイル WiMAX基地局 10MHz 12.7dB *1 

②－２ 次期移動局 モバイル WiMAX移動局 10MHz -65.4dB 

*1 情報通信審議会「携帯電話等高度化委員会報告（平成 25年 5月 17日）」

においては、離隔距離を 45mとし、共用検討を実施した結果、所要改善量

として 26.7dB(GB=5MHz)が残るものの、モバイル WiMAXシステムにおける

10％の周波数劣化を許容可能であるものとして共用可能との結論 
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表参２．２．２－２ 次期移動局からモバイル WiMAX基地局への与干渉計算詳

細 

システム 項目 

Adj-ch 

GB=10MHz 

帯域内干渉 

  周波数 MHz 2,655.0  

次期移動

局 
SEM dBm/MHz -22.5  

 給電損失 dB 0.0  

  アンテナ利得 dBi 12.6  

  指向性減衰量 dB -2.0  

空間損 離隔距離 m 45.0  

  伝搬損失 dB 76.4  

  仰角 deg. 40.5  

WiMAX BS アンテナ利得 dBi 17.0  

  
アンテナチルト

角 
deg. 4.0  

  指向性減衰量 dB -24.8  

  給電損失 dB -5.0  

  許容干渉電力 dBm/MHz -113.8  

  到達干渉電力 dBm/MHz -101.1  

  所要改善量 dB 12.7  

 

 

２．３ ③ XGPから次期移動局への干渉検討 

 XGPから次期衛星システムの次期移動局に対する共用検討の位置及び周波数

関係を図参２．２．３－１に示す。XGPと次期衛星システム間のＧＢは、現行

衛星システムと変わらず 10MHzである。また、次期移動局に使用するアンテナ

利得、パターン等は現行と同等であり、また、干渉波からの耐力（許容干渉レ

ベル）も現行移動局と変わらないことから、平成 23年度 情報通信審議会・

携帯電話等高度化委員会報告 諮問第 2021号 「2.5GHz帯を使用する広帯域

移動無線アクセスシステムの技術的条件」のうち「広帯域移動無線アクセスシ

ステムの高度化に関する技術的条件」における共用検討結果と同様に帯域内干

渉については所要改善量がマイナスとなるため、共用可能である。 

 また、帯域外干渉については、上述の情報通信審議会報告と同様に所要改善

量が 4.1dB残る結果となったが、同情報通信審議会報告と同様に事業者間の調

整を行うことにより共用可能である（表参２．２．３－１及び表参２．２．３

－２参照）。 
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図参２．２．３－１ BWAシステム（XGP）と次期システムの関係 

 

表参２．２．３－１ XGPから次期移動局への共用検討結果 

干渉シナリオ 
ＧＢ 

所要改善量 

No. 与干渉 被干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

③－１ XGP基地局 次期移動局 10MHz 0.0dB 4.1dB 

③－２ XGP移動局 次期移動局 10MHz -0.9dB -36.8dB 

 

表参２．２．３－２ BWAシステム基地局（XGP）から次期移動局への与干渉計

算詳細 

システム 項目 

Adj-ch 

GB=10MHz 

帯域内干渉 帯域外干渉 

  周波数 MHz  2,535.0  2,535.0 

XGP BS 
送信出力 dBm  46.0 

SEM dBm/MHz -42.0   

  給電損失 dB -5.0  -5.0  

  アンテナ利得 dBi  17.0  17.0  

  
アンテナチルト

角 
deg. 4.0  4.0  

  指向性減衰量 dB  -1.4  -1.4  

空間損 離隔距離 m  380.0  380.0  

  伝搬損失 dB  92.2  92.2  

  仰角 deg.  5.8  5.8  

次期移動

局 
アンテナ利得 dBi  12.6  12.6  

 指向性減衰量 dB -13.9  -13.9  

  給電損失 dB 0.0  0.0  

  許容干渉電力 dBm/MHz -124.9  -41.0  

  到達干渉電力 dBm/MHz -124.9  -36.9  

  所要改善量 dB 0.0  4.1 

2545 2575

現行システム↓ ＧＢ ＷＣＰＧＢ

2500

次期システム↓

2505 2535

③
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２．４ ④ 次期衛星局から XGPへの干渉検討 

 次期衛星局から XGPに対する共用検討の位置及び周波数関係を図参２．２．

４－１に示す。被干渉側システムである XGPに関しては、共用検討パラメータ

に変更は無い。一方で、与干渉側システムである次期衛星局については、現行

の衛星局から陸上エリアへのアンテナビームをシャープにしており、アンテナ

のピーク利得が 10.2dB向上しているものの、GBが 10MHzにおける所要改善量

はマイナスであり、共用可能である（表参２．２．４－１から表参２．２．４

－３まで参照）。 

 

 

図参２．２．４－１ BWAシステム（XGP）と次期システムの関係 

 

表参２．２．４－１ 次期衛星局から XGPへの共用検討結果 

干渉シナリオ 
ＧＢ 所要改善量 

No. 与干渉 被干渉 

④－１ 次期衛星局 XGP基地局 10MHz -12.5dB 

④－２ 次期衛星局 XGP移動局 10MHz -3.1dB 

 

  

2545 2575

現行システム↓ ＧＢ ＷＣＰＧＢ

2500

次期システム↓

2505 2535

④



83 

 

表参２．２．４－２ 次期衛星局から BWA基地局（XGP）への与干渉 

システム 項目 

Adj-ch 

GB=10MHz 

帯域内干渉 

  周波数 MHz 2,535.0  

次期衛星 
送信 EIRP密度 dBMHz 91.6  

マスク減衰量 dBr -7.8  

空間損 離隔距離 km 37,240.0  

  伝搬損失 dB 191.8  

  
フェージング

損失 
dB 3.0  

XGP BS アンテナ高 m 40.0  

  アンテナ利得 dBi 17.0  

  給電損失 dB -5.0  

  チルト角 deg. 4.0  

  指向性減衰量 dB -27.4  

  許容干渉電力 dBm/MHz -114.0  

  到達干渉電力 dBm/MHz -126.5  

  所要改善量 dB -12.5  

 

表参２．２．４－３ 次期衛星局から BWA移動局（XGP）への与干渉 

システム 項目 

Adj-ch 

GB=10MHz 

帯域内干渉 

  周波数 MHz 2,500.0  

次期衛星 
送信 EIRP密度 dBMHz 91.6  

マスク減衰量 dBr -7.8  

空間損 離隔距離 km 37,240.0  

  伝搬損失 dB 191.8  

  
フェージング

損失 
dB 3.0  

XGP MS アンテナ高 m 1.5  

  アンテナ利得 dBi 4.0  

  給電/人体損失 dB -8.0  

  チルト角 deg. 0.0  

  指向性減衰量 dB 0.0  

  許容干渉電力 dBm/MHz -112.0  

  到達干渉電力 dBm/MHz -115.1  

  所要改善量 dB -3.1  
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参考資料３ JCSAT-5Aとの共用検討詳細 
 

次期移動局から JCSAT-5Aに対する干渉影響の詳細計算結果を表参３－１に

示す。この結果より、ガードバンド幅が１MHzとなった場合においても、所要

改善量はマイナスであり、５万局以上の次期移動局を設置可能であることか

ら、共用可能である。 

 

 

表参３－１ 次期移動局から JCSAT-5Aへの与干渉 

周波数 [MHz] 2,645.0 2,646.0 2,647.0 2,648.0 2,649.0 2,650.0 

スプリアス [dBm] -22.5  -22.5  -22.5  -22.5  -22.5  -5.4  

アンテナ利得 [dBi] 12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  

給電線損失 [dB] 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

帯域幅 [MHz] 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  

EIRP密度 (帯域内) -9.9  -9.9  -9.9  -9.9  -9.9  7.2  

稼働局数 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  

衛星高度 (伝搬距離) 

[km] 
37,240.0  37,240.0  37,240.0  37,240.0  37,240.0  37,240.0  

広がり損失 162.4  162.4  162.4  162.4  162.4  162.4  

大気吸収損失 0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  

フェージング損失 3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  

人体損失 8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  

壁損失 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

偏波損失 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

伝搬ロス 173.6  173.6  173.6  173.6  173.6  173.6  

送信アンテナ指向性

減衰量 [dB] 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

受信アンテナ指向性

減衰量 [dB] 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

アンテナ指向性減衰

(合計) [dB] 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

稼働率 -10.0  -10.0  -10.0  -10.0  -10.0  -10.0  

送信確率 (Duty) -4.3  -4.3  -4.3  -4.3  -4.3  -4.3  

衛星エリアカバー率 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

干渉量 -197.8  -197.8  -197.8  -197.8  -197.8  -180.7  

許容干渉電力 

[dBm/MHz] 
-90.7  -90.7  -90.7  -91.7  -98.7  -105.7  

所要改善量 [dB] -107.1  -107.1  -107.1  -106.1  -99.1  -75.0  

運用可能局数 [局] 

51,320,301

,598 

  

51,320,301

,598 

  

51,320,301

,598 

 

40,765,164

,574 

8,133,719,

663 
31,643,841 
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周波数 [MHz] 2,651.0  2,652.0  2,653.0  2,654.0  

スプリアス [dBm] -5.4  -5.4  -5.4  -5.4  

アンテナ利得 [dBi] 12.6  12.6  12.6  12.6  

給電線損失 [dB] 0.0  0.0  0.0  0.0  

帯域幅 [MHz] 1.0  1.0  1.0  1.0  

EIRP密度 (帯域内) 7.2  7.2  7.2  7.2  

稼働局数 1.0  1.0  1.0  1.0  

衛星高度 (伝搬距離) 

[km] 
37,240.0  37,240.0  37,240.0  37,240.0  

広がり損失 162.4  162.4  162.4  162.4  

大気吸収損失 0.2  0.2  0.2  0.2  

フェージング損失 3.0  3.0  3.0  3.0  

人体損失 8.0  8.0  8.0  8.0  

壁損失 0.0  0.0  0.0  0.0  

偏波損失 0.0  0.0  0.0  0.0  

伝搬ロス 173.6  173.6  173.6  173.6  

送信アンテナ指向性

減衰量 [dB] 
0.0  0.0  0.0  0.0  

受信アンテナ指向性

減衰量 [dB] 
0.0  0.0  0.0  0.0  

アンテナ指向性減衰

(合計) [dB] 
0.0  0.0  0.0  0.0  

稼働率 -10.0  -10.0  -10.0  -10.0  

送信確率 (Duty) -4.3  -4.3  -4.3  -4.3  

衛星エリアカバー率 0.0  0.0  0.0  0.0  

干渉量 -180.7  -180.7  -180.7  -180.7  

許容干渉電力 

[dBm/MHz] 
-112.7  -119.7  -126.7  -133.7  

所要改善量 [dB] -68.0  -61.0  -54.0  -47.0  

運用可能局数 [局] 6,313,776  1,259,764 251,356  50152 
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参考資料４ 電波天文との共用検討詳細 
次期移動局と電波天文との干渉影響について、最悪モデルによる１対１検討

を実施した。 

 

 

図参４－１ 最悪モデルによる１対１検討概要 

 

 次期移動局１台が電波天文設備（アンテナ中心高 13m）に正対し、次期移動

局は地上 1.5mの高さで仰角 48度を向いたモデルであり、電波伝搬路モデルと

して拡張秦モデル（Suburban）を適用し、次期移動局の垂直面内指向性減衰に

ついては、図参４－２に示す通り、緯度による減衰量の差異は±1dB程度であ

ることを踏まえ、減衰の中央値（15dB）にマージン 1dBを考慮して 14dBと設

定して計算を実施する。 

 

 
図参４－２ 次期移動局の垂直面内指向性減衰 

 

 また、次期移動局の開発中メーカーにより、試作機の実測を行ったところ、

電波天文帯域に対する不要発射レベルの値は概ね-50dBm/4kHzであることが分

地表面

1.5m高

13m高

次期移動局の設置方位（送信方位は
電波天文施設に正対と想定
（端末は1台を想定）

仰角48度
（東京を想定）

離隔距離ｄ（m）

tan-1｛(13-1.5)/d｝度≒0度

電波天文帯域への
不要発射EIRP=P(dBW)
（隣接チャネル漏洩電力を想定）

電波天文施設へ向いた不要発射EIRP
=P-NSTAR端末の仰角利得減衰量（下図）
=P-14(dBW)

電波伝搬路モデルは「拡張秦モデル（Suburban）」

NS

【各地の仰角

稚内：39度
東京：48度

与那国島：5

中央値（東京）
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かった。この値に対して 5dBのマージンを加えて、不要発射レベルの最悪値を

-45dBm/4kHzで一様分布すると仮定し、電波天文施設に対して帯域内干渉電力

として評価した。 

 表参４－１に１対１正対モデルの計算結果を示す。この結果から、正対した

状態では、離隔距離として約 7.4kmを確保する必要があることが分かった。 

 

表参４－１ １対１正対モデル計算結果 
  

1.2MHz モード 

単位 実力値考慮 

帯域外領域 dBm/4kHz -45 

スプリアス領域 dBm/4kHz -45 

不要発射電力 dBW/天文帯域(10MHz) -41.0 

次期移動局アンテナ利得 dBi 12.6 

俯角減衰量 dB 14 

天文方向 EIRP dBW -42.4 

許容入力干渉電力 dBW -207 

所要離隔距離 m 7376 

伝搬減衰量※ dB 164.6 

所要改善量 dB 0 

※伝搬減衰量は SEAMCATにおける拡張秦式（郊外モデル）による 

 

また、水沢天文台を例に、干渉影響が想定される地理的範囲について検討を

実施した。次期移動局が指向性アンテナ運用であることを考慮した上で各方位

の所要離隔距離を算出し、図示した結果を図参４－３に示す。 

次期移動局から電波天文への干渉については、地理的に限定的な範囲におい

て影響があることが確認された。電波天文業務への影響を運用面から回避する

一案として、次期移動局の利用者に対して注意喚起を行うことが挙げられる。

具体的には、5GHz帯無線 LAN製品と同じく、製品に対して考慮すべき電波天文

設備を列記し、電波天文設備周辺での運用時には、アンテナ方位が電波天文施

設に向かないようにとの注意喚起を紙面で同梱するなどの方法が考えられる。
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このような運用面での対処を考慮することにより、地理的な運用制限を設ける

ことなく、次期移動局と電波天文設備は共用可能である。 

 

 

図参４－３ 干渉影響範囲（水沢天文台の例） 

 

 

  

電波天文台
アンテナ位置

衛星移動局送信方向

（衛星方向）
N

S
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参考資料５ 無線 LANとの共用検討詳細 
 

無線 LANから次期移動局への干渉影響について計算した結果を、表参５－１

に示す。帯域内干渉において約 80m、帯域外干渉において約 60mの所要離隔距

離が残る結果となった。しかし、次期移動局の被干渉条件は現行移動局と同一

であり、現行移動局が無線 LANと隣接した周波数を使用して相互に運用が行わ

れている現状を踏まえると、次期移動局においても、無線 LANとは共用可能で

ある。 

  

表参５－１ 無線 LAN→次期移動局 干渉計算結果 

 
 

帯域外干渉 帯域内干渉 

無線

LAN 

周波数 2497 MHz 2500 MHz 

送信電力 10 dBm/MHz - 

不要輻射レベル - -16 dBm/MHz 

占有周波数帯幅 26 MHz - 

アンテナ利得 2.14 dBi 2.14 dBi 

フィーダー損失 0 dB 0 dB 

指向性減衰 0 dB 0 dB 

EIRP 26.3dBm -13.9 dBm/MHz 

伝搬路 電波伝播距離 57.3 m 80.0 m 

伝播損失（拡張秦） 89.0 dB 113.7 dB 

次期 

移動局 

アンテナ利得 12.7 dBi 12.7 dBi 

フィーダー損失 0 dB 0 dB 

指向性減衰 10 dB 10 dB 

許容干渉電力 -60 dBm -124.9 dBm/MHz 

干渉電力 -60 dBm -124.9 dBm/MHz 

所要改善量 0 dB 0 dB 

 

次期衛星局から無線 LANへの干渉影響について計算した結果を、表参５－２

に示す。次期衛星局から無線 LANへの干渉影響について計算した結果、帯域外

干渉の所要改善量はマイナスとなった。また、帯域内干渉に関しては、周波数

が接近しているため、離調に伴う減衰量（40log10{(2F/BW)+1}）のみを前提と

する干渉評価ではなく、現実的な不要発射電力密度レベルとして衛星の NPR
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（Noise Power Ratio）を考慮した検討を行った。一般に送信機においてマル

チキャリア信号を増幅する場合、相互変調歪等による雑音電力が自帯域内外に

おいて発生する。この雑音電力は所望信号の D/U比を劣化させることから、機

器の設計時には十分低減を図るべき技術要素である。この時、送信機出力にお

ける所望波と雑音の電力密度比を NPRと呼ぶ。帯域内外における実際の雑音電

力分布の様子と NPRの定義を図参５－１に示す。衛星に搭載されるマルチキャ

リアアンプにおいては、自帯域内における所望信号の D/U比を確保するため、

送信電力密度と雑音電力密度のレベル比である NPRを設計に盛り込むことが一

般的であり、S帯移動通信衛星では、NPRとして 15dB程度を実現できることが

分かっている※。無線 LANへの帯域内干渉に関し、所要改善量をマイナスとす

るためには、次期衛星局の NPRとして 4.9dB以上であればよいことが分かっ

た。つまり、次期衛星は開発中で具体的な数値を定めることは適切ではないも

のの、一般的な NPRが確保されれば、この所要改善量はマイナスとなると考え

られる。 

以上を踏まえ、次期衛星局の NPRが適切に確保される条件において、次期衛

星局と無線 LANは共用可能である。 

 

※A. Darband,i, M. Zoyo, J.Y. Touchais and Y. Butel , ”Flexible S-

band SSPA for Space Application ”, 2008 NASA/ESA Conference on 

Adaptive Hardware and Systems, 2008. 

 

表参５－２ 次期衛星局→無線 LAN 干渉計算結果 
  

帯域外干渉 帯域内干渉 

次期 

衛星局 

周波数 2500 MHz 2497MHz 

送信マスク減衰量 － (0dB) 

衛星送信アンプ NPR － 4.9dB 

不要輻射 EIRP 107 dBm 86.7 dBm/MHz 

伝搬路 電波伝播距離 37183 km 37183 km 

自由空間伝播損失 191.81 dB (FSL) 191.81 dB (FSL) 

大気吸収＋フェージング損失 3.2 dB 3.2 dB 

無線

LAN 

指向減衰 0 dB 0 dB 

許容干渉電力 -68.1 dBm -108.3 dBm/MHz 

干渉電力 -88.0 dBm -108.3 dBm/MHz 
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所要改善量 -19.9 dB 0 dB 

 

 

図参５－１ 帯域内外における実際の雑音電力分布の様子と NPR 
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参考資料６ VICSとの共用検討詳細 
（１）VICS（路上送信局）→次期移動局への干渉影響 

VICS（路上送信局）→次期移動局への干渉計算結果を、表参６－１に示す。

VICS（路上送信局）から次期移動局への干渉影響について計算した結果、帯域

内干渉において約 90m、帯域外干渉において約 1.8kmの所要離隔距離が残る結

果となった。しかし、次期移動局の被干渉条件は現行移動局と同一であり、現

行移動局が VICS（路上送信局）と隣接した周波数を使用して相互に運用が行わ

れている現状を踏まえると、次期移動局においても、VICS（路上送信局）とは

共用可能である。 

 

 

表参６－１ VICS（路上送信局）→次期移動局 干渉計算結果 
   

帯域外干渉 帯域内干渉 

与干渉 

システム 

VICS 

(路上送

信局） 

周波数 2499.7 MHz 2500 MHz 

不要輻射電力 － -26.02dBm/MHz 

占有帯域幅 85 kHz 85 kHz 

送信電力 20mW － 

フィーダー損失 3 dB 3 dB 

アンテナ利得 7 dBi 7 dBi 

EIRP 17.0 dBm -22.02 dBm/MHz 
 

伝搬路 電波伝播距離 

（所要離隔距離） 
92.4 m 1820 m 

自由空間伝播損失 79.7dB 105.6 dB 

被干渉 

システム 

次期 

移動局 

アンテナ利得 12.7 dBi 12.7 dBi 

指向減衰 10 dB 10 dB 

許容干渉電力 -60 dBm -124.9 dBm/MHz 

干渉電力 
-60 dBm  

(FSL) 

-124.9 dBm/MHz 

(FSL) 

所要改善量 0.00 dB 0.00 dB 
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（２）次期衛星局→VICS(車載局）への干渉影響 

干渉計算（帯域外干渉）の前提条件として、次期衛星局におけるマルチビー

ムに関する考察を行った。次期衛星局では全サービスエリアを 50程度のビー

ムに分割されており、衛星から送信された電力のうち、1台の隣接帯域システ

ム受信機への帯域外干渉として寄与する電力は、被干渉受信機の在圏する特定

の 1ビームへの電力が支配的となる。このことから干渉計算に用いる 1ビーム

当たりの衛星からの寄与電力は、衛星の全送信電力の 1/50（17dB減）となる

（図参６－１参照）。 

 

 

図参６－１ 次期衛星局からの帯域外干渉における電力の考え方 

 

更に、地理的に隣接したビームからの影響、重複利用するエリアの影響につ

いても検討を実施した。地理的な最悪干渉条件として、陸上向けエリア

（Area1）の 3ビームの交わる領域を想定し、かつそこに陸上・沿岸部向けエ

リア（Area2）のビーム中心がある場合をモデル化する。実際のビーム配置と

しては、Area1の隣接したビーム（最悪は 3ビーム重複）と、そこにオーバー

レイした Area2のやや半径の大きい１ビームが考えられる（図参６－２参

照）。 

 

 

↑
VICS帯域

VICS端末への干渉に寄与するのは自ビームに向けられた電力のみ
≒与干渉電力は「衛星の全送信電力÷NSTARビーム数」となる

周波数

干渉電力

周波数軸上で13分割し、同一周波数を繰り返し利用
（合計で50ビーム程度）

Area1向け Area2向け
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図参６－２ 隣接ビームからの重複影響モデル化 

 

 最悪のケースでは、図中の円で示された４つのビームに対する衛星からの下

り電波が VICS車載機において干渉電波として受信されることになる。（ただ

し、自システム内干渉回避のため、すべての円での周波数重複はない） 

本来、ビーム中心と周辺部では到来電力に差があるが、ここでは簡単のため

に中心の電力が重複受信されると仮定し、また、周波数の違いによる影響度の

差分も考慮しない（以上は最悪値想定となる）。この時、VICS受信機に到来す

る電力は、各ビームに向けられた電力の 4倍となるので、在圏ビーム 1波のみ

の干渉想定の場合との差分としては、10log10(４)≒6dBとなる。そのため、前

ページの電力分割に対して、他ビームからの影響に対するマージンとしては、

6dBを想定すれば十分と考えられる。 

帯域外干渉については、以上に示した 1 ビーム向け電力分割損として 17dB、

他ビームからの電力干渉マージン 6dB を考慮して計算を実施した。表参６－２

に計算結果を示す。帯域外干渉、帯域内干渉とも所要改善量はマイナスとなるこ

とから、共用可能である。 

  

Area1ビーム

Area2ビーム
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表参６－２ 次期衛星局→VICS(車載局）干渉計算結果 
   

帯域外干渉 帯域内干渉 

与干渉 

システ

ム 

次期 

衛星 

周波数 2500 MHz 2499.7 MHz 

送信マスク減衰量 － 0.3 dB 

不要輻射 EIRP 107 dBm 91.3 dBm/MHz 

参照帯域幅換算 

(1MHz→85kHz) 
－ 10.7dB 

1ビーム向け電力分割

損(1/50) 
17dB － 

他ビームからの電力干

渉マージン 
6dB － 

 
伝搬路 電波伝播距離 37183 km 37183 km 

自由空間伝播損失 191.81 dB 191.81 dB 

大気吸収＋フェージン

グ損失 
3.2 dB 3.2 dB 

被干渉 

システ

ム 

VICS 

（車載

機） 

アンテナ利得 2 dBi 2 dBi 

許容干渉電力 -90.4 dBm -90.4 dBm/85kHz 

干渉電力 -97.0 dBm -112.4dBm/85kHz 

所要改善量 -6.6 dB -22.0 dB 
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参考資料７ ロボット用無線システム（ドローン等）との共用検討詳細 
 

（１）ロボット用無線システム（ドローン等）から現行移動局への干渉影響 

ロボット用無線システムが現行移動局に与える影響については、情報通信審

議会陸上無線通信委員会報告書（平成 28年 3月 22日）において検討が行われ

ている。 

図参７－１のモデルに基づき、電波伝搬モデルについては、拡張秦モデル

（郊外型）とし、上空での利用については、高度 250m を上限に、現行移動局

の空中線指向性方向にドローン等が位置する場合を基本（仰角は、最も影響の

大きくなる稚内での仰角 37.5 を想定）として検討が行われている。 

 

 
図参７－１ 共用検討モデル 

 

ロボット用無線システムの不要発射による帯域内での干渉（干渉タイプ A）

と、感度抑圧による帯域外での干渉（干渉タイプ B）の双方の評価結果を表参

７－１に示す。 
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表参７－１ ロボット用無線システムから現行移動局への干渉検討結果 

 

最も影響が大きい場合（現行移動局の指向方向（衛星方向）にロボット用無

線システムが存在）において、離隔距離が 500m 程の場合であっても、10dB 程

度の改善量が必要となった。一方で、現行システム移動局の指向方向を避ける

ことで指向性減衰による改善を見込むことが可能であることから、ロボット用

無線システム側において、現行移動局との位置関係に考慮しつつ、その指向方

向を避けて運用することで、共用可能とされている。 

 上記報告書において使用した現行システムの干渉検討パラメータは、今回検

討を実施した次期システムと同一であることから、次期システムとロボット用

無線システム（ドローン等）の共用検討結果は、上記報告書の結果を適用可能

である。 

 

（２）現行衛星からロボット用無線システム（ドローン等）への干渉影響 

現行衛星がロボット用無線システムに与える影響については、情報通信審議

会陸上無線通信委員会報告書（平成 28年 3月 22日）において検討が行われて

おり、衛星側の地表面における電力束密度が規定値以下であるという前提にお

いて有害な混信はないと考えられるため、共用可能とされている。 

 今回、次期衛星局がロボット用無線システムに与える影響について具体的な

計算を実施した結果、ロボット用無線システムが 5MHzシステム、10MHzシステ

ムのそれぞれについて、帯域内干渉、帯域外干渉ともに所要改善量がマイナス

となり、共用可能であることを確認した。表参７－２に、次期衛星局からロボ

ット用無線システム（5MHzシステム）との干渉計算結果を、表参７－３に、次

期衛星局からロボット無線システム（10MHzシステム）との干渉計算結果をそ

れぞれ示す。 
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表参７－２ 次期衛星局→ロボット用無線システム（5MHzシステム）干渉計算 

5MHzシステム 
 

帯域外干渉 帯域内干渉 

次期 

衛星局 

周波数 2500 MHz 2493.5 MHz 

送信マスク減衰量 － 5.49 dB 

不要輻射 EIRP 107 dBm 86.07 dBm/MHz 

伝搬路 電波伝播距離 37183 km 37183 km 

自由空間伝播損失 191.81 dB (FSL) 191.81 dB (FSL) 

大気吸収＋フェージング

損失 
3.2 dB 3.2 dB 

ロボット アンテナ利得 2.14 dBi (6 dBi） 

指向減衰 0 dB 0 dB 

許容干渉電力 -62 dBm -110.5 dBm/MHz 

干渉電力 -88.0 dBm -111.9 dBm/MHz 

所要改善量 -26.0 dB -1.4 dB 

 

表参７－３ 次期衛星局→ロボット用無線システム（10MHzシステム）干渉計

算 

10MHzシステム 
 

帯域外干渉 帯域内干渉 

次期 

衛星局 

周波数 2500 MHz 2493.5 MHz 

送信マスク減衰量 － 5.49 dB 

不要輻射 EIRP 107 dBm 86.07 dBm/MHz 

伝搬路 電波伝播距離 37183 km 37183 km 

自由空間伝播損失 191.81 dB (FSL) 191.81 dB (FSL) 

大気吸収＋フェージング

損失 
3.2 dB 3.2 dB 

ロボット アンテナ利得 2.14 dBi (6 dBi） 

指向減衰 0 dB 0 dB 

許容干渉電力 -75 dBm -110.5  dBm/MHz 

干渉電力 -88.0 dBm -111.9 dBm/MHz 

所要改善量 -13.0 dB -1.4 dB 
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